
コ二

ジ
プ
ト
に
お
け
る
フ
ァ
!
テ
ィ
マ
朝
後
竿
期
の
ワ
ズ
ィ

l
ル
職

蒐

原

卓

は

じ

め

に

一
ワ
ズ
ィ
l

ル
職
の
推
移

二
ワ
ズ
ィ
I
ル
の
権
限
と
地
位

三
後
半
期
ワ
ズ
ィ
l
ル
職
の
歴
史
的
意
義

-125ー

t土

め

じ

カ
リ
フ
H

ム
ス
タ
ン
ス
ィ
ル
治
世
(
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
四
ニ
ヤ
四
八
七
年
十
/
西
暦一
O
一一宍
l

一
安
四
年
)
な
か
ば
、

フ
ァ

l
テ
ィ

マ
朝
エ
ジ
プ
ト
は
、

諸
軍
圏
の
劉

立
抗
争
と
未
曾
有
の
大
飢
謹
の
も
と
、
無
政
府
朕
態
に
お
ち
い
っ
た
。
治
安
回
復
を
は
か
る
カ
リ
フ
に
よ

っ
て
、
シ
リ
ア
か
ら
招
聴
さ
れ
た
ア

ル
メ
ニ
ア
人
軍
園
長
パ
ド
ル
・
ア
ル
・
ジ
ャ
マ

l
リ
l
は、

武
力
を
も

っ
て
内
-
証
を
牧

ワ
ズ
ィ

l
ル
職
(
宰
相
職
〉
に
就
任
す
る
と
と
も
に
、

拾
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
内
乱
を
鎮
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
彼
の
擢
力
は
強
大
な
も
の
と
な
り
、
ワ
ズ
ィ

l
ル
職
の
性
格
も
従

来
と
は
一
饗
し
た
。
す
な
わ
ち
、
パ
ド
ル
以
前
の
ワ
ズ
ィ

l
ル
職
は
、
原
則
と
し
て
文
民
の
職
業
的
専
門
官
僚
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
、
そ
の
管

掌
範
圏
も
行
政
の
分
野
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
封
し
、
彼
以
後
の
ワ
ズ
ィ

l
ル
は
、
文
武
の
最
高
権
限
を
掌
握
し
、
カ
リ
フ
に
か

わ
る
事
買
上
の
園
家
の
支
配
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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フ
ァ

I
テ
ィ
マ
朝
支
配
桂
制
の
饗
容
と
い
う
問
題
ば
か
り
で
な
く
ミ
贋
く
西
ア
ジ
ア

・
イ

こ
の
よ
う
な
ワ
ズ
ィ

l
ル
職
の
性
格
の
饗
化
は
、
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フ
ァ

l
テ
ィ

マ
朝
ワ
ズ
ィ

冨

5
r
R
E
F
司
-

H

恒国

E
P
Z
E正

ら
の
概
説
、

ス
ラ
ム
世
界
に
お
け
る
軍
事
的
支
配
鐙
制
の
確
立
と
い
う
問
題
と
も
か
か
わ
る
重
要
な
現
象
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

必
ず
し
も
十
分
と
は
い
え
ほ
い
も
の
で
あ

っ
た
。

。，u

の白

E
E
や
の
与

g
に
よ
る
個
別
ワ
ズ
ィ
l
ル
に
閲
す
る
論
布
、
ま
た

ω
E
UQ
巴

に
よ
る
著
述
史
料
所
載
の
ワ
ズ
ィ

I
ル
関
係
公
文
書
の

内
ぺ
U

紹
似
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
ワ
ズ
ィ

1
ル
職
の
全
貌
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
し
て
唯
一
の
専
著
で
あ
る、

E
・
司
・
白
-
・冨山口
mHJ1・

曲
]'diN臥同
印
毛
同
国
-
-
d
z
s
s
w
b
白
て
曲
目
門
担
-
E
Z
H
H
M
M
(
フ
ァ

l
テ
ィ

マ
朝
時
代
に
お
け
る
ワ
ズ

ィ
l

ル
職
と
ワ
ズ

ィ
l
ル
)
、
の
同
一
円
O

H

C吋
0
・
も
、
ワ
ズ

ィ
l
ル
職
に
か
か
わ
る
諸
問
題
を
包
括
的
に
扱
つ
て
は
い
る
も
の
の
、
内
容
は
有
カ
ワ
ズ

ィ
l
ル
の
事
蹟
の
羅
列
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
多
く
、

個
々
の
事
買
を
総
合
し
た
鐙
系
的
制
度
史
と
は
い
い
が
た
い
。
さ
ら
に
こ
の
研
究
の
難
貼
と
し
て
は
、
性
格
の
限
ら
れ
た
史
料
を

一
般
化
し
て

制
度
の
説
明
に
用
い
た
た
め
、
前
中
十
期
と
後
半
期
の
ワ
ズ
ィ

l
ル
臓
の
性
格
の
相
違
が
ぼ
や
け
て
し
ま

っ
た
こ
と
、
ま
た
全
瞳
に
わ
た

っ
て
ほ

組

ω‘

と
ん
ど
ま
っ
た
く
典
擦
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

ー
ル
職
に
闘
す
る
従
来
の
研
究
は
、

一126ー

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
筆
者
が
以
前
に
護
表
し
た
前
牢
期
ワ
ズ
ィ
l
ル
職
に
関
す
る
論
考
の
い
わ
ば
績
編
と
し
て
、
後
牢
期
ワ
ズ
ィ
l
ル
職
の

質
態
に
迫
り
、
性
格
を
践
系
的
に
把
握
し
、
あ
わ
せ
て
そ
の
歴
史
的
な
意
義
の
考
察
を
試
み
て
み
た
い
。

ワ
ズ
ィ

l
ル
職
の
推
移

回
包
門
担
-
-
F
B川
町
宮
(
在
任
四
六
六
年
吉
田
包
帥
同
月
四
八
七
年

g
zh月
ま
た
は

Y
B邑
帥
同
月
/
一宅四
年
一
月
1

一O
九四年
一一T
五月
)

ア
ル
メ
ニ
ア
人
。
も
と
】
曲
目
巳
早
口
雪
之
釦
ゲ
・
メ
ヨ
B
削
同
の
マ
ム
ル

1
ク
。
ダ
マ
ス
ク
ス
の
穂
督
当
包刊

に
二
度
任
じ
ら
れ
た
が

(里
五年

srペ
ロ
月
l

四五
六年
三
与
月
/
一
O
六=一年四月一
O
一
ハ
四
年
七
月
、
回
五
八
年
臼

E
J川
口
月
1

四六
C

年

E
B似
合
口
月
/
一
O
六
六
年
也
月
i

一O
六八年
甘l
八
月
)
、
い
ず
れ
の
場
合
も

住
民
の
反
凱
の
た
め
嘗
地
を
退
去
、

そ
の
後
は
ア
ッ
カ
を
支
配
し
た。

四
五
四
年
(
一
塁
手
)
の
ト
ル
コ
人
軍
圏
と
・
同
片
品
目
円
と
黒
人
軍
圏

平
〆
古
島
巳
‘
凹

E
E
の
武
闘
に
端
を
援
す
る
諸
軍

国
の
割
嬢
抗
争
の
朕
態
下
に
あ
り
、

嘗
時
エ
ジ
プ
ト
は
、

下
エ
ジ
プ
ト
は

戸
担
当
『
削
仲
田
ベ

ル
ベ
ル
族
と
マ
グ
リ
ブ
軍
国
包

a
g
a
r
r
F曲、

上
エ

ジ
プ
ト
は
黒
人
軍



圏
、
首
都
カ
イ
ロ
お
よ
び
フ
ス
タ
ー
ト
は
ト
ル
コ
人
軍
圏
の
矯
掘
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
た
。
と
り
わ
け
首
都
に
お
い
て
優
勢
を
占
め
た
ト

ル
コ
人
軍
国
の
俸
給
増
額
の
強
要
と
暴
虐
は
、
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
、
園
庫
、
カ
リ
フ
資
産
ま
で
劫
掠
さ
れ
る
あ
り
さ
ま
で
あ

っ
た。

四
五
七
年
(
一
C
百
五
年
)
か
ら
四
六
四
年
(
一
宅
一
ム
手
)
に
わ
た
る
大
飢
僅
は
農
村
の
荒
騒
を
決
定
的
に
し
た
。

政
府
の
文
民
に
よ
る
統
制
機
能
は
腕
癖
し
、
混
範
と
無
秩
序
は
そ
の
極
に
達
し
て
い
刻
。
治
安
回
復
を
は
か
る
カ
リ
フ
H

ム
ス
タ
ン
ス
ィ
ル
の

召
請
に
雁
じ
た
バ
ド
ル
が
、
自
ら
徴
募
し
た
直
属
軍
圏
を
率
い
て
、
カ
イ
ロ
に
到
着
し
た
の
は
、
四
六
六
年
官
自
主
仰
同
月
(
一宅四
年
一月
〉
で

。。
あ
引
。
彼
は
た
だ
ち
に
、
ト
ル
コ
人
軍
国
の
多
数
の
ア
ミ

l
ル
〈
高
級
軍
人
〉
を
粛
清
し
た
後
、

ら
に
翌
四
六
七
年
ハ
一
宅
四
半
年
〉
に
は
、

武
闘
の
展
開
に
加
え
て
、

中
央

正
式
に
ワ
ズ
ィ
l
ル
職
に
任
じ
ら
れ
た
。

さ

ラ
ワ
l
タ
族
の
征
討
を
は
じ
め
、

軍
圏
を
討
伐
し
て
、
圏
内
の
掃
蕩
を
終
え
た
。

つ
い
で
上
エ
ジ
プ
ト
の
黒
人

下
エ
ジ
プ
ト
を
轄
戦
し
て
鎮
座
し
、

向
凱
を
武
力
で
鎮
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
得
ら
れ
た
パ
ド
ル
の
権
限
が
、
従
来
の
ワ
ズ
ィ

l
ル
職
に
は
み
ら
れ
な
い
強
大
な
も
の
と
な

っ
た

ー127-

の
は
、
嘗
然
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
中
央
行
政
府
の
首
長
と
い
う
従
来
の
ワ
ズ
ィ

l
ル
の
地
位
に
加
え
て
、
彼
は
最
高
軍
司
令
官
同
日
可
曲
目
・

YU『

E
V
を
も
粂
任
し
、
そ
の
地
位
は
、
「
剣
と
筆
の
ワ
ズ

ィ
1
ル
当
宮
町
即
日

'g正
当
白
色
ム
包
曲
目
(
あ
る
い
は
皐
に
「
剣
の
ワ
ズ
ィ
l
ル
」)
」
と

A
川
河，

呼
帯
さ
れ
る
の
で
あ
る
-。
さ
ら
に
彼
に
は
、
原
則
と
し
て
前
半
期
の
ワ
ズ
ィ

l
ル
の
管
掌
外
で
あ
っ
た
司
法
お
よ
び
イ
ス
マ

l
イ
l
ル
涯
教
宣

A
H
U'
 

に
お
け
る
最
高
権
限
が
委
ね
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
園
家
の
極
要
の
地
位
の
ワ
ズ
ィ
l
ル
に
よ
る
濁
占
は
、
そ
の
後
の
歴
代
ワ
ズ
ィ
l
ル
に
も
受

け
縫
が
れ
て
ゆ
く
。

A
Aザ

パ
ド
ル
の
内
治
面
の
業
績
と
し
て
は
、
混
範
牧
拾
後
、
三
年
聞
に
わ
た
っ
て
農
民
の
地
租
を
兎
除
し
た
こ
的
、

A
句
wa

'nい

よ
び
官
吏
の
規
律
を
正
し
、
行
政
臣
劃
竺
自
己
を
整
備
し
た
こ
と
な
ど
が
俸
え
ら
れ
る
。

て
い
た
商
人
た
ち
の
蹄
還
も
あ
っ
て
、

ま
た
諸
官
鹿
内
同
担
当
吉
弘
ロ
お

こ
れ
ら
の
措
置
や、

混
範
期
に
エ

ジ
プ
ト
を
避
け
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再
び
経
済
的
繁
築
を
取
り
戻
し
た
こ
と
は
事
責
で
あ
る
。

、A
V

'h
u、

総
額
は
一
一
一
一

O
蔦
デ
ィ

I
ナ
l
ル
に

達
し
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
を
前
半
期
の
ワ
ズ

ィ
l
ル

A
吋
ザ

ん
川
凶
γ

JEN口
弘
(
冨
千
里
O
年
/
一
ozo--
室
八
年
)
時
代
の
歳
入
二

O
O省
内
デ
ィ

l
ナ
l
ル
と
比
べ
れ
ば
、
そ
の
繁
築
の
ほ
ど
が
わ
か
ろ
う
。

フ
ァ

l
テ
ィ
マ
朝
、
が
、

四
八
三
年

〈
一08
i一

年
)
に
行
わ
れ
た
園
家
歳
入
調
査
に
よ
る
と
、
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同
-
・
〉
注
目
】
ゲ
切
包
円
曲
目

'rs包
円
〈
四
八七
年
『
曲
r
H
R
H

月
l
E

一豆年

g
a白
色
削
ロ
月
/
一
完
回
生
サ一一T
四月
l
一一ニ一年一一一月)

A
N
W
 

，“い
一

前
記
パ
ド
ル
の
息
子
。
父
の
晩
年
か
ら
す
で
に
そ
の
補
佐
を
勤
め
て
い
た
が
、
四
八
七
年
目
ゲ
勺
同
月
、

4υ
リ

に
、
ワ
ズ
ィ

l
ル
と
し
て
の
監
督
権
が
委
ね
ら
れ
た
。
も
っ
と
も
バ
ド
ル
が
注
す
る
と
、
ム
ス
タ
ン
ス
ィ
ル
は
、
パ
ド
ル
の
マ

ム
ル

I
ク
の

一

人

〉

g
E
と
・
り
担
当
S

F
削
君
。
ロ
に
一

旦
は
ワ
ズ
ィ
l
ル
織
を
委
ね
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
軍
圏
は
こ
れ
を
承
知
せ
ず
、

交
渉
の
場
に
お
い
て

A
N
V
 

彼
ら
の
桐
喝
に
屈
し
た
カ
リ
フ
は
、
あ
ら
た
め
て
ア
フ
ダ
ル
を
ワ
ズ
ィ

1
ル
職
に
任
じ
的
。

ハ
ド
ル
の
病
の
危
篤
化
と
と
も

ア
フ
ダ
ル
に
よ
る
園
事
の
専
断
は

カ
リ
フ
位
縫
承
の
場
面
に
お
い
て
露
骨
に
あ
ら
わ
れ
た
。

カ
リ
フ
H

ム
ス
タ
ン
ス
ィ

ル
の
死
(
四
八
七年

《
注
目
色
合
』
』
白
月
一
八
日
/
一
O
九四年一一一旦一九
日
)
に
際
禽
し
た
ア
フ
ダ
ル
は
、
宮
殴
へ
急
行
し
、

カ
リ
フ
の
末
子
〉
ゲ
ロ
己
目
。
削
曲
一
日
〉

f
g邑
を
カ
リ

自
ら
の
カ
リ
フ
位
縫
承
権
を
主
張

フ
u
ム
ス
タ
ツ
リ
ー
と
し
て
即
位
さ
せ
た
の
で
あ
る
。A

明
マ

し
、
新
カ
リ
フ
へ
の
臣
従
誓
約

Zu¥白
を
拒
否
し
た
。

し
か
し
、

ム
ス
タ
ン
ス
ィ
ル
の
長
子

Z
K骨
は

こ
の
場
合
、

残
念
な
が
ら
我
々
は
、

イ
ス
マ

l
イ
l
ル
涯
イ
マ

l
ム

(フ

ァ
l
テ
ィマ

-128一

朝
カ
リ
フ
)
の
縫
承
に
絶
封
的
な
正
賞
性
を
輿
え
る
と

こ

ろ

の

、

い

ず

れ

の

側

に

あ

っ
た
の
か
断
定
す
る

M
W

帥

こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
長
子
ニ
ザ
I
ル
は
嘗
時
五

O
歳
で
あ
っ
た
の
に
封
し
、

末
子
ム
ス
タ
ツ
リ
ー
は
二
O
歳
で
あ
り
、
し
か
も
ア
フ
ダ

伺

ル
の
妹
婿
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
ア
フ
ダ
ル
の
性
急
な
濁
断
的
行
魚
が
、
カ
リ

フ
の
健
備
化
を
意
固
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
容
易

闘

に
推
察
さ
れ
る
。

員
に
有
数
な
後
縫
指
名

E
忽
が
、

ム
ス
タ
ツ
リ
l
の
死
に
際
し
て
も
、

川
開

包
『
号
月
一
七
日
/
二
(
)
一
年
三
月
=
日
)
、
事
質
上
の
濁
裁
者
と
し
て
君
臨
し
た
。

こ
の
後
、

ア
フ
ダ
ル
は
、

五
歳

一
ヶ
月
の
カ
リ

フ
H

ア
l
ミ
ル
を
即
位
さ
せ
(
四
九
五
年

ア
フ
ダ
ル
の
内
治
面
の
業
績
と
し
て
は
、
金
貨
の
純
分
度
を
確
定
し
品
位
を
高
め
た
こ
と
(
四
九
O
/
一
完
六
l

七
初
、

帥

曲目
E
B同
唱
曲
円
叫
吾
の
園
庫
担
牧
を
禁
じ
た
こ
と
、
五

O
一
年
の
財
政
改
革
が
翠
げ
ら
れ
る
。
財
政
問
題
に
つ
い
て
は
次
の
時
代
と
あ
わ
せ
て
別
に

相
績
者
不
明
の
遺
産

ヨ
包

節
を
改
め
て
論
じ
山
旬
、
ア
フ
ダ
ル
時
代
の
措
置
は
奏
功
し
た
も
の
と
み
え
、
年
代
は
不
明
だ
が
、
園
家
歳
入
は
五

0
0高
デ
ィ

Iナ
I
Z

達
し
た
と
い
わ
れ
る
。
お
り
か
ら
の
十
字
軍
の
進
出
に
よ
っ
て
混
凱
し
て
い
た
シ
リ
ア
方
面
へ
の
連
年
の
よ
う
な
出
兵
も
、
こ
の
よ
う
な
経
済

的
繁
柴
の
も
と
で
の
み
可
能
で
あ
っ
た
ろ
う
。



帥

ア
フ
ダ
ル
は
五
一
五
年
同
問
自
主
削
ロ
月
末
日
(
一
一
一
一
一
年
一
一
一
月
一
一一日
)
路
上
に
て
襲
わ
れ
暗
殺
さ
れ
た
。
犯
行
は
ニ
ザ
1
ル
涯
に
よ
っ
て
と
も
停

帥

え
ら
れ
て
い
る
が
、
多
く
の
史
料
は
、
カ
リ
フ

n
ア
I
ミ
ル
の
素
行
に
劃
し
て
常
に
抑
塵
的
で
あ
っ
た
ア
フ
ダ
ル
に
劉
立
感
情
を
抱
い
て
い
た

品
』
'

h
目
v

カ
リ
フ
自
身
に
よ
っ
て
し
く
ま
れ
た
も
の
と
し
て
い
る
。

回-・冨但
U
S
O
H
M
-
】
・
同
-
・
回
目
同
笠
宮
(
豆
一
五
年
臼

E
司
君
包
月
1

豆一九年

g
自
主
同
ロ
月
/
一一一一一年一ニ月ー
=
一五年一
O

月
)

イ
プ
ン
・
ア
ル
・
ア
ス
ィ

l
ル
は
こ
の
ワ
ズ
ィ

l
ル
の
前
歴
に
つ
い
て
、
イ
ラ
ク
に
お
け
る
ア
フ
ダ
ル
の
開
諜
の
遺
児
で
、

状
の
死
後
零
落

'n
v
 

し
、
フ
ス
タ
ー
ト
の
市
場
の
荷
措
人
夫
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
ア
ブ
ダ
ル
の
目
に
と
ま
っ

て
召
し
抱
え
ら
れ
た
、
と
俸
え
て
い
る
。
し
か
し
マ

4
35
 

h
u
v
 

グ
リ
l
ズ
ィ
ー
は
こ
の
設
を
否
定
し
、
彼
は
東
方
人
軍
園
田
ゲ

g
g
E
H
E白
出
身
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

マ
I
ム

I
ン
が
ア
フ
げ
ル

に
仕
え
た

、A
制
ヲ

&
N
v

h
H
V
 

の
は
五

O
一
年
(
一
一
O

八
年
)
で
あ
り
、
彼
の
父
は
高
位
の
ア
ミ

1
ル
で
、
そ
の
死
は
五

二
一
年
(
三
八
九
年
〉
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

前
者
の
読

伺

は
と
り
が
た
い
。
ま
た
色
亘
(
指
揮
官
)
の
稽
読
を
有
し
て
い
る
黙
か
ら
み
て
も
、
彼
は
武
官
出
身
で
あ

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
ア

帥

フ
ダ
ル
に
は
そ
の
家
産
管
理
者
と
し
て
仕
え
た
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
ワ
ズ
ィ

l
ル
の
補
佐
と
し
て
園
家
財
政
に
も
携
わ
っ
た
。
五

O
一
年
の

‘
叫
ザ

ア
フ
ダ

ル
時
代
の
穀
物
債
格
騰
貴
に
封
虚
し
た
の
も
マ

1
ム

1
ン
で
あ
っ

的
。
彼
は
出
身

-129ー

財
政
改
革
も
彼
の
献
策
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
し
、

こ
そ
武
官
で
あ
る
が
、
後
半
期
の
ワ
ズ
ィ

I
ル
の
中
で
、
そ
の
経
歴
に
財
務
官
僚
的
色
彩
の
強
い
唯
一
の
例
で
あ
る
。

年
門
出
昌
弘

-fcy
月
(
一
一
二
一
一
警
官
刀
)
正
式
の
ワ
ズ
ィ

1
ル
に
任
じ
ら
れ
た
が
(
そ
れ
以
前
は
ワ
l
ス
ィ
タ
)
、
在
任
中
に
、
納
税
請
負
契
約
制
度
の

A
リ，

A
H“，

、引M
守

ん凶目、

ι

混
凱
の
是
向
山
、
造
幣
廠
の
建
造
と
高
品
位
デ
ィ
l
ナ

l
ル
の
鋳
造
、
交
易
商
館
の
開
部
な
ど
経
済
・
財
政
政
策
に
意
を
用
い
た
の
も
ゆ
え
な
し

マ
I
ム
l
ン
は
五
一

五

と
し
な
い
。
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4
3，
 

'
M胸、

マ
l
ム

l
ン
は
五
一
九
年

E
自
主
帥
ロ
月
逮
捕
さ
れ
失
脚
し
た
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
カ
リ
フ
暗
殺
計
霊
が
露
見
し
た
た
め
と
停
え
ら

A
吋
守

れ
て
い
加
。
し
か
し
こ
の
場
合
も
、
ア
フ
ダ
ル
の
時
と
同
様
に
、
絶
大
な
権
力
を
有
す
る
ワ
ズ
ィ
I
ル
の
排
除
と
そ
の
資
産
設
脚
が
カ
リ
フ

の

A
H
uv
 

'M将、

意
園
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ア
l
ミ
ル
は
爾
後
も
は
や
ワ
ズ
ィ

I
ル
は
任
用
せ
ず
、
三
名
の
官
僚
に
財
務
を
統
轄
さ
せ
る
の

喰

H
，

'
M恨

み
で
あ
っ
た
。
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〉
ゲ
ロ
‘
〉
町
〉
7
5
邑
σ・
白
-
・〉
E
曲
目
(五一
一四年

内
山
吉
と
宮
正
卯

月
i

五二六年
目
c
d
釦吋
可釦
ヨ
月
/
三
百
年一
O
月
l

二
三
一年
三
月
)

ア
フ
ダ
ル
の
息
子
。
ワ
ズ
ィ

l
ル
就
任
前
の
鰹
歴
は
特
に
確
認
さ
れ
な
い
。

五
二
四
年

円
子
口
弘
ム

5
U
月
二
日
(
一一
=百
年一
O

月
七
日
〉
暗
殺
さ
れ
、

d
司μ料、

兄
・
〉

E
白
-eZ3正
が
、
未
出
生
の
カ
リ
フ
位
後
縫
者
の
婿
政
お
よ
び
後
見
人

E
E
と
し
て
臣
従
誓
約
を
受
け
た
。

カ
リ

フ
の
従

カ
リ
フ
H

ア
l
ミ
ル
は

一
ザ
l
ル
汲
の
手
に
か
か
っ
て
、

し
か
し
同
時
に
任
命

さ
れ
た
ワ
ズ
ィ

l
ル

民
自
営
曲
一
-ZEE-内
の
就
任
を
承
知
し
な
い
軍
園
は
造
反
し
、

品
事

h
w‘
 

ズ

ィ
l
ル
職
は
委
ね
ら
れ
た
。

彼
ら
の
要
求
を
い
れ
て

こ
の
ア
ブ
l

・
ア
リ

I
に
ワ

ア
プ

l
・
ア
リ
ー
に
よ
っ
て
フ
ァ

l
テ
ィ
マ
朝
園
家
は
か
つ
て
な
い
挑
戦
を
受
け
た
。
十
二
イ
マ

I
ム
波
数
義
を
信
奉
す
る
彼
は
、

ワ
ズ

ィ

ー
ル
就
任
後
た
だ
ち
に
ア
プ
ド

・
ア
ル
・
マ
ジ
l
ド
を
拘
禁
し

同
振
の
隠
れ
イ
マ

l
ム

白
己
ヨ
帥
自
己
・
ζ
g門
忠
良
の
主
権
を
宣
言
し
た
。

つ
ま
り
園
家
宗
波
と
し
て
の
イ
ス
マ

i
イ
l
ル
汲
は
慶
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
嘗
然
フ

ト
ゥ
バ
に
お
け
る
ア
ブ
ド

・
ア
ル

・マ

ジ
l
ド
へ
の
言
及

同

は
削
除
さ
れ
、
貨
幣
に
も
十
二
イ
マ

l
ム
汲
の
イ
マ

l
ム
の
名
が
刻
ま
れ
た
。

Au 
qo
 

貫
際

ω
-
Z・
ω
z
g
の
研
究
に
よ
れ
ば

ア
フ
l

・
ア
リ
l

同一・円ヨ
帥
自
由
--
zc
E
S
R
の
名
の
刻
銘
さ
れ
た
も
の
(五
二五
年
鋳
造
)、

合

M
g

'侭
V

の
ア
プ

l

・
ア
リ
l
の
名
の
刻
銘
さ
れ
た
も
の
安
二
六
年
鍛
造
)
が
現
存
し
て
い
る
。

時
代
の
貨
幣
と
し
て
、

ま
た
イ
マ

l
ム
の
名
と
共
に
そ
の
代
理
と
し
て

ア
プ
l

・
ア
リ
l
の
造
反
は
司
法
行
政
に
も
及
び

五

五
年
、

マ
l
リ
ク
皐
波
、

イ
ス
マ

l
イ
l
ル
源
、
十
二
イ
マ

l
ム
波
の
四
法
摩
振
を
公
認
し
、
各
波
の
カ
l
デ
ィ

l

シ
ャ

ー
プ
ィ
イ
l
率一級、

闘

を
任
命
し
た
。
イ
ス
マ

l
イ
l
ル
波
は
ま
っ
た
く
慶
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、

ス
ン
ナ
汲

・
シ
1
ア
源
混
請
の
こ
の
措
置
は

王
朝
中
極
部

ア
プ
l
・
ア
リ
l
は
カ
リ

フ
近
習
箪

包
ゲ
可
仰
ロ
回
「
r
r
gゅ
の
兵
士
に
よ
っ

て

伺

暗
殺
さ
れ
、
救
出
さ
れ
た
ア
プ
ド
・
ア
ル
・
マ
ジ
l
ド
が
カ
リ
フ
H

ハ
l
フ
ィ
ズ
と
し
て
即
位
し
た
の
で
あ
る
。

に
お
け
る
混
飽
と
反
援
を
招
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

結
局
、

〉
ゲ
ロ
同
一
-m，白
F
J
E
2帥
(五ニ六
年

g
E
Y
R
E
E
月

lF
口
弘
'f
c
z
月

/
二
三
一
年
三
月
一
一
一ユニ
年
二
月
)

ア
ル

メ

ニ

ア

人

。

ア

プ

ド

・
ア

ル

・
マ
ジ

l
ド
の
掻
政
就
任
時
に
芯
官
σ
包

'E
σ
(日
z
g
d
z
z
J--zr〉

伺

の
地
位
を
得
一
明
。
こ
れ
は
「
創
の
ワ
ズ
ィ

l
ル
」
に
衣
ぐ
武
官
の
地
位
で
あ
る
。
ア
プ
l

・
ア
リ
!
の
暗
殺
と

ハ
1
フ
ィ
ズ
救
出
の
指
揮
を
と

も
と
ア
フ
ダ
ル
の
マ
ム
ル

l
ク
。



っ
た
の
は
こ
の
ヤ
l
ニ
ス
で
あ
り
、

帥

カ
リ
フ
は
そ
の
功
に
報
い
る
た
め
か
、
復
位
早
々
彼
を
ワ
ズ
ィ

l
ル
職
に
任
じ
た
。

ア
ブ
l
・
ア
リ
l
の
轍
を
踏
む
こ
と
を
恐
れ
た
ヤ
l
ニ
ス
は
、

カ
リ
フ
側
近
の
勢
力
を
殺
ぎ
に
か
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
ス
ィ
ブ
ヤ

つ
い
で
司
法
長
官
色
合
同
]
・
古
昔
、
数
宣
長
官

E
J
曲
目

-ER仰

し
か
し
カ
リ
フ
は
ワ
ズ
ィ

1
ル
の
毒
殺
を
も
っ
て
こ
れ
に
報
い
た

〈五二六
年
内
田
吉
弘
ザ
ニ
守

月
三ハ
日

ー
ン
・
ア
ル
・
ハ

1
ヅ
ス
と
戦
闘
を
交
え
、
そ
の
三

O
O騎
以
上
を
討
っ
た
。

伺

お
よ
び
カ
リ
フ
近
侍
の
宮
官
を
虚
刑
し
た
。

M
W
 

/
三
三
年
二
月
七
日
〉
。

ヤ
1
ニ
ス
の
死
後
、

ハ
ー
フ
ィ
ズ
は
ワ
ズ
ィ

l
ル
を
任
命
せ
ず
自
ら
政
務
を
執

っ
た
が
、

五
二
八
年

(二
一善一
i

四
年
〉
長
子

ω巳
a
g
E
を
カ

リ
フ
位
後
纏
者
唱
田
町
田
て
ち
円
四
に
指
定
し

ワ
ズ
ィ

I
ル
の
役
割
を
も
委
ね
た
。

し
か
し
ス
ラ
イ
マ

l
ン
は
立
太
子
後
二
ヶ
月
で
死
亡
し
た

の
で
、

こ
れ
を
不
満
と
す
る
兄
弟
司

2
8
と
ハ
イ
ダ
ラ

の
内
証
は
大
規
模
な
武
闘
に
護
展
し

そ
の
地
位
は
弟
恒
ミ
念
日
に
移
さ
れ
た
。

(
臼

Z
d
E
月
/
三
一
四
年
千
六
月
)
、
勝
利
し
た
ハ
サ
ン
を
カ
リ
フ
位
後
縫
者
に
指
定
し
政
権
を
委
譲
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
リ
フ
は
事
態
を
牧
拾

し
た
。'
だ
が
ハ
サ
ン
の
専
横
は
か
え
っ
て
軍
の
離
反
を
招
き
、
彼
ら
が
カ
リ
フ
に

ハ
サ
ン
殺
害
を
強
要
す
る
に
至
る
と
、
カ
リ

フ
は
や
む
な
く

伺

こ
れ
を
毒
殺
せ
し
め
た
(
五
ニ
九
年
吉
田
邑
伽
ロ
月
/
三
一
豆
年
四
月
)
。

-131ー

〉

σ白
色
・
冨
石
田
岡
町
民
切
与
品
目
(
五
ニ
九
年
吉
田
包
同
回
目
月
l

玄
一
二
一
年
吉
田
昆
同
同
月
/
一
一
=宝
年
四
月
i

三
一
七
年
二
月
)

ア
レ
V

ポ
北
東
の
ア
ル

メ
ニ
ア
人
居
住
地
、
H
，m-
一∞
r
E門
出
身
。

制

は
、
ア
ル
メ
ニ
ア
人
コ
ロ
ニ
ー
の
首
長
後
継
争
い
に
敗
れ
た
た
め
と
惇
え
ら
れ
る
。
ワ
ズ
ィ

l
ル
就
任
直
前
に
は
下

エ
ジ
プ
ト
巴
・
0
Z
H庄
司
帥

ア
ル
メ
-
一
ア
人
。

キ
リ
ス
ト
教
徒
。

故
地
を
離
れ
て
カ
イ
ロ

へ
来
た
の

州
の
総
督
当
削
ゴ
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
前
の
経
歴
は
不
明
で
あ
る
。

し
か
し
彼
は
武
略
あ
る
人
物
と
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
曙
下
に
直
属
の
ア

ル
メ
ニ
ア
人
軍
国
約
二
、

0
0
0騎
を
擁
し
て
い
た
黙
か
ら
み
て
も
、
軍
人
と
し
て
昇
進
し
て
い
っ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
開
違
い
あ
る
ま
ゆ

327 

バ
フ
ラ
l
ム
の
中
央
進
出
の
契
機
は
前
述
し
た
ハ
サ

ン
と
軍
の
離
反
に
あ
っ
た
が
、
彼
の
カ
イ
ロ
へ
の
来
援
を
要
請
し
た
の
が
い
ず
れ
の
勢

伺

力
で
あ
っ
た
の
か
は
必
ず
し
も

τ

明
確
で
は
な
い
。
し
か
し
、
彼
の
到
着
が
カ
リ
フ
の
歓
迎
す
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
こ
と
は
事
責
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
ば
カ
リ
フ
は
、
パ
ア
ラ
ー
ム
の
カ
イ
ロ
到
着
後
数
日
に
し
て
、
側
近
の
反
射
を
押
し
切
っ
て
彼
を
ワ
ズ
ィ

l
ル
職
に
任
じ
て
い
る
か
ら
で
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伺
あ
る
。
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
ワ
ズ
ィ

l
ル
就
任
に
際
し
て
の
王
朝
中
福
部
の
反
射
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
既
に
別
稿
で
ふ
れ
た
が
、
そ
れ
は

要
す
る
に
、
後
半
期
の
ワ
ズ
ィ

l
ル
に
は
宗
数
典
雄
上
の
機
能
や
司
法
・
数
宣
に
闘
す
る
最
高
権
限
が
委
ね
ら
れ
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な

ぃ
。
こ
れ
に
封
し
て
カ
リ
フ
は
、
バ
ア
ラ
ー
ム
の
ワ
ズ
ィ

l
ル
職
に
は
園
家
宗
汲
に
か
か
わ
る
機
能
と
権
限
を
付
輿
し
な
い
と
い
う
候
件
の
も

制

と
に
、
彼
を
ワ
ズ
ィ

l
ル
職
に
任
じ
た
の
で
あ
る
。

ハ
ー
フ
ィ
ズ
が
あ
え
て
反
射
を
押
し
切
っ
て
ま
で
異
例
の
措
置
を
と
っ
た
の
に
は
以
下
の

理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
軍
の
専
横
と
内
証
に
悩
ま
さ
れ
綴
け
た
カ
リ
フ
は
、
直
接
自
ら
の
立
場
を
支
え
る
近
衛
軍
国
と
し
て
、
パ
フ

ラ
l
ム
と
彼
の
直
属
ア
ル
メ
ニ
ア
人
箪
圏
を
採
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

伺

は
、
ャ
l
ニ
ス
の
た
め
に
援
滅
的
打
撃
を
蒙
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
同
時
に
園
家
軍
事
力
そ
の
も
の
も
、

帥

以
来
、
弱
佳
化
し
て
お
り
、
カ
リ
フ
は
パ
フ
ラ
1
ム
軍
国
を
中
核
と
し
て
、
カ
リ
フ
権
力
よ
り
に
園
家
軍
事
力
の
再
編
成
を
困
っ
た
と
推
察
さ

と
い
う
の
は

カ
リ
フ
近
習
軍
ス
ィ
ブ
ヤ
l
ン

・
ア
ル
・
ハ

l
ッ
ス

ハ
サ
ン
涯
と
ハ
イ
ダ
ラ
汲
の
武
闘

れ
る
。
第
二
に
カ
リ
フ
は
、
園
家
第

一
の
高
官
で
あ
る
ワ
ズ
ィ

l
ル
に
園
家
宗
汲
に
か
か
わ
る
権
能
を
委
任
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、

イ
・
ス
マ

-132ー

ー
イ
I
ル
汲
イ
マ

l
ム
と
し
て

の
権
威
を
取
り
戻
そ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

ワ
ズ
ィ

l
ル
に
就
任
し
た
バ
ア
ラ
ー
ム
は
、
自
ら
の
兄
弟
縁
者
お
よ
び
ア
ル
メ

一一
ア
人
を

エ
ジ
プ
ト
に
呼
び
ょ
せ
た
。
こ
の
た

め
エ
ジ
プ
ト
内
の
彼
ら
の
放
は
約
三

O
、

0
0
0名
に
及
び
、
数
多
く
の
数
曾
や
修
道
院
が
建
設
さ
れ
、
キ
リ

ス
ト
数
徒
勢
力
が
ム
ス
リ
ム
を

と
も
あ
れ
、

匪
迫
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
ク
l
ス
総
督
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
パ
ア
ラ
ー
ム
の
兄
弟
回
官
停
の
匪
政
と
住
民
資
産
の
在
牧
は、

制

ム
ス
リ
ム
の
不
満
を
募
ら
せ
た
。

島
}
戸
田
宮
の
来
援
を
乞
う
た
。

そ
こ
で
高
官
た
ち
は
ア
ル
メ
ニ
ア
人
勢
力
の
排
除
を
目
論
み
、

リ
ド
ワ

l
ン
は
聖
戦
を
宣
し
て
カ
イ
ロ
に
準
撃
し
、

ガ
ル
ビ

l
ヤ
糟
督

初
年
若
宮

σ・
巳
・巧曲目・

城
外
で
バ
フ
ラ
l
ム
と
劉
時
し
た
が
、
バ
フ
ラ

1
ム
は
、

倒

自
陣
の
ム
ス
リ
ム
兵
士
の
寝
、
返
り
の
た
め
、
戦
う
こ
と
な
く
上
エ
ジ
プ
ト
方
面
へ
逐
電
し
た
童
三
年

Y
B邑
削
同

月)。

閉
山
正
司
副
ロ
ゲ
・
曲
-
a
d
司曲目白

rzz(喜
三
年

吉
田
邑
帥
同
月
i

喜一言一年臼
『
2
1
-
月
/
一
一=一七
年
二
月
1

三
究
年
六
月
〉

A
河
匂

ア
プ

l

・
ア
リ
l
の
ワ
ズ
ィ

1
ル
就
任
を
要
求
し
て
造
反
し
た
約
五
、

0
0
0名
の
兵
士
の
首
導
者
。
高
位
の
ア
ミ

l
ル。

五

A
リ

zh
u、

二
八
年
ク
l
ス
お
よ
び
ア
フ
ミ

l
ム
地
方
の
総
督
。
パ
フ
ラ
l
ム
の
ワ
ズ
ィ

1
ル
就
任
嘗
時
サ

1
ヒ
ブ
・
ア
ル

・
パ
l
プ
の
地
位
に
あ
っ
た

五
二
四
年
、



仇
H
勾州

、
敬
遠
さ
れ
ア
ス
カ
ロ
ン
穂
督
に
任
じ
ら
れ
た
(
五
一
完
年

S
B
r
月
/
一
一
一
一
豆
年
五
月
)
。
だ
が
リ
ド
ワ
l
ン
は
、
嘗
地
で
エ
ジ
プ
ト
へ
向
か
う
ア
ル

カ
イ
ロ
ヘ
召
還
さ
れ
、
そ
の
後
ガ
ル
ビ

l
ヤ
総
督
に
轄
ぜ
ら
れ
た
富
二
年
咽
同
町
民
月
/
払
一
言
一。

h
u
y
 

カ
イ
ロ
準
撃
に
あ
た
っ
て
は
、
現
地
の
遊
牧
ア
ラ
ブ
そ
の
他
を
糾
合
し
て
約
三
高
の
兵
力
を
有
し
て
い
た
と
俸
h

え
ら
れ
る
が
、
そ
の

hv 

匪
倒
的
軍
事
力
が
、
ハ
ー
フ
ィ
ズ
を
し
て
、
バ
ア
ラ
ー
ム
の
出
奔
直
後
に
彼
を
ワ
ズ
ィ

l
ル
職
に
任
ぜ
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

ムメ

ミ伺手
人
集
圏
を
迫
害
し
追
し、

排
wっ

た
の
で

リ
ド
ワ
l
ン
の
政
策
の
一
大
特
徴
は
反
キ
リ
ス
ト
数
徒
主
義
で
あ
る
。
元
来
フ
ァ

l
テ
ィ
マ
朝
の
財
政
責
務
に
お
い
て
キ
リ

ス
ト
教
徒
官
吏

伸

の
占
め
る
割
合
は
大
で
あ
っ
た
が
、
バ
ア
ラ
ー
ム
の
キ
リ
ス
ト
数
徒
優
遇
策
は
彼
ら
の
進
出
を
助
長
し
て
い
た
。
そ
こ
で
リ
ド
ワ
l
ン
は
五
三

一
年
内
出
己
主
・
官
ぷ
同
月
(
一
一
=
一
芳
主
人
月
)
、
従
来
キ
リ
ス
ト
数
徒
の
つ
い
て
い
た
ポ
ス
ト
に
ム
ス
リ
ム
を
採
用
し
た
。
ま
た
封
外
的
に
も
聖
戦

陣
仏

Z
E
同
工
仔
包
の
新
設
、
地
中
海
沿
岸
都
市
の
防
禦
強
化
、
ア
ス
カ
ロ
ン
の
防
衛
装
備
の
充
賞
、

シ
リ
ア
方
面
へ
の
出
兵
な
ど
、
積
極

A
O
 

hv、

的
な
十
字
軍
封
策
を
講
じ
た
。
さ
ら
に
五
三
二
年
に
は
バ
フ
ラ
l
ム
一
涯
の
キ
リ
ス
ト
数
徒
を
弾
座
、
殺
害
し
、
残
存
勢
力
の
大
部
分
を
根
絶

肋

し
た
。
ま
た
同
年
、
キ
リ
ス
ト
数
徒
お
よ
び
ユ
ダ
ヤ
教
徒
に
劃
す
る
日
常
生
活
上
の
種
々
の
禁
令
を
布
告
し
て
い
る
。

A

司'nv 

一
方
リ
ド
ワ
l
ン
自
身
の
宗
数
信
僚
は
ス
ン
ナ
涯
で
あ
り
、
マ
l
リ
ク
皐
涯
の
法
皐
者
を
婚
姻
契
約
捨
嘗
の
カ
l
デ
ィ
I
に

任
命
す
る
な

A
司山

口
、
司
法
行
政
上
の
ス
ン
ナ
振
化
を
助
成
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る。

そ
の
謹
一
援
に
、
リ
ド
ワ
l
ン
の
失
脚
直
後
五
三
三
年
仏
吉
田

-aAE同
町

(
一
一
=
一
再
年
六
七
月
)
に
選
任
さ
れ
た
司
法
長
官
に
は
、
「
司
法
は
フ

ァ
l
テ
ィ
マ
朝
イ
ス
マ
l
イ
l
ル
涯
数
義
に
よ
る
べ
し
と
い
う
僚
件
が
課
さ
れ」

hp 

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ス
ン
ニ
l
の
ワ
ズ
ィ
l
ル
と
カ
リ
フ
と
の
関
係
は
時
と
と
も
に
険
悪
化
し
、
結
局
こ
の
場
合
も
ワ
ズ
ィ
l
ル
反
射
振
軍

M
W
 

人
の
反
凱
を
カ
リ
フ
が
煽
動
す
る
と
い
う
形
で
、
リ
ド
ワ
l
ン
は
カ
イ
ロ
を
追
わ
れ
た
(五三
年
目
E
有
志
-
月〉
。

ハ
ー
フ
ィ
ズ
は
リ
ド
ワ
l
ン
よ
り
後
も
は
や
ワ
ズ
ィ

1
ル
は
任
用
せ
ず
、
政
務
の
補
佐
あ
る
い
は
財
務
の
統
轄
に
幾
人
か
の
文
民
官
僚
を
用

制
い
た

-133一
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〉
σ口
同
-
・
明
白
同
ゲ
ゲ
・
呂
田
∞
包
(
五
四
四
年

Y
B包
同
ロ
月
l
白

g
d
E
月
/
=
四
九
年
一
O
月
士
一
月
〉

制
開

北
ア
フ
リ
カ
・
バ
ル
カ
地
方
出
身
。
若
年
の
頃
は
鷹
狩
や
狩
猶
に
従
事
し
て
い
た
と
俸
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
軍
務
に
就
い
た
と
み
え
、

カ
イ
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ロ
を
追
わ
れ
た
リ
ド
ワ
l
ン
が
再
度
首
都
を
襲
撃
し
た
際
(
五
一一百
年
/
二
一
一死
年
)、

同
開

門同年
v

同門田
--cBOH
を
委
ね
ら
れ
た
と
あ
る
が
、

制

そ
の
遁
討
の
任
に
あ
た

っ
て
い
る
。

五
三
四
年
諸
園
事
の
監
督

少
な
く
と
も
ワ
ズ
ィ

1
ル
で
は
な
い
。

そ
の
職
掌
も
在
任
期

間

も

不

明

で

、

ロ

担

当

包

仰
同
rの

年
代
記
五
三
九
|
四

O
年
の
篠
以
降
五
四
三
年
の
保
ま
で
、

マ
サ
l
ル
は
諸
事
の
監
督

ロ
官
町
内
門
主

-BS
山口グ

を
委
ね
ら
れ
て
い
る
が
、

B
S同一手

に
は

「
公
共
の
一幅
利
」
と
い
う
意
味
も
あ
り
、
こ
の
場
合
の
職
掌
の
具
鎧
的
内
容
は
マ
ザ
l
リ
ム
の
監
督
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ

る
。
と
レ
う
の
は
、
五
四
二
年
嘗
時
、

マ
サ
l
ル
が
臣
民
の
訴
願
書

ヨ
μ

同・

E
・ゲ同君
主
』
巳
・
ロ
創
的
を
受
理
し、

そ
れ
ら
を
カ
リ
フ
に
提
示
す

同

る
役
目
に
携
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
嘗
時
の
彼
の
地
位
は
サ
l
ヒ
ブ

・
ア

ル

・
バ
l
ブ
で
あ
っ

た
に
ち
が
レ
な
い
。
な
ぜ

「
創
の
ワ
ズ

ィ
l
ル
」
の
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、

サ

l
ヒ

な
ら
ば
フ
ァ

1
テ
ィ
マ
朝
末
期
の
制
度
を
説
明
し
て
い
る
使
料
記
述
に
よ
れ
ば
、

プ

・
ア
ル
・

バ
l
ブ
が
マ
ザ
l
リ
ム
に
臨
む
と
さ
れ
て
お
川
、
こ
の
時
の
朕
況
は
ま
さ
に
そ
れ
に
相
嘗
す
る
ば
か
り
忙
な
く
、
同
時
代
の
サ
l

hv 

ヒ
プ
・
ア
ル
・
パ

1
ブ
で
あ
っ
た
ヌ
r
c
B
e
g与
は
五
四

O
年
に
死
亡
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

-134← 

そ
の
遺
詔

当
z
q
u『白
に
よ
っ
て
末
子
(
一七才一

カ
リ
フ
H

ハ
l
フ
ィ
ズ

は
五
四
四
年

Y
B包
帥
口

月
五
日
(
一一
四九年一
O
月一
O

日
)
死
亡
し
、

M
W
 

ヶ
月
)
が
カ
リ
フ

n
ザ
l
フ
ィ

ル
と
し
て
即
位
し
た
。
ザ
l
フ
ィ
ル
は
、
こ
れ
も
父
の
遺
詔
に
従
っ
て
、
マ
サ
l
ル
を
ワ
ズ
ィ

l
ル
に
任
用
し
た

州
、
彼
の
在
任
は
ご
く
短
期
間
に
終

っ
て
し
ま
っ
た
。

ア
レ

キ
サ
ン
ド
リ
ア
総
督

・〉
ゴ
グ
巳
ふ
と
広
岡

が
ワ
ズ
ィ
l
ル
職
を
欲
し
て
カ
イ

ロ

に
進
撃
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
行
震
に
は
何
ら
の
大
義
名
分
も
認
め
ら
れ
な
い
が
、
宮
廷
は
サ
ッ
ラ
l
ル
を
ワ
ズ
ィ

l
ル
職
に
任
じ
、
追
わ

倒

れ
た
マ
サ
l
ル
は

5
2弓
当
包
月
(
二
E
C
年二
月
)
敗
死
し
た
。

〉
『
口
白
-
・
白
血
凹
釦
ロ
メ
一
日

σ・同デ
ω白Zmw
同
(五四
四年

臼
ztz
月
l

吾
八
年

目
ロ
宮
『
『
曲
目

月
/
二
四
九年一一一月
t

一五
三
年
回
月
〉

父
は

エ
ル
サ
レ
ム
領
主

ω己
w
g帥
ロ
ゲ
・
〉

2
2
の
部
勝
。
ア
フ
ダ
ル
の

エ
ル
サ

レ
ム
攻
略
(
四
九
一
年
臼

E
42
包
月
/
一
史
八
年
九
月
)
以
後、

州
開

I
テ
ィ
マ
朝
に
仕
え
湖
。
サ
了
フ
l
ル
自
身
は
年
少
期
を
吉
田
「
官
官
(
一

種
の
軍
人
養
成
施
設
)
に
麗
し
、
累
進
し
て
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア

制

(
プ
ハ
イ
ラ
地
方
を
含
む
)
総
督
に
補
さ
れ
た
。

フ
ァ

サ
ッ
ラ
l
ル
の
ワ
ズ
ィ

l
ル
任
命
は
、
彼
の
擁
す
る
軍
勢
の
塵
力
に
宮
廷
側
が
屈
し
た
た
め
で
あ
り
、
こ
れ
が
カ
リ
フ
と
ワ
ズ
ィ
l
ル
の
確



M
開

執
の
も
と
と
な
っ
た
。

カ
リ
フ
の
座
所
を
移
し
、
伺
候
す
る
際
に
も
自
ら
組
織
し
た
警
衛
隊
〈
員
数
5
0名〉

倒

を
仲
け
っ
た
。
ま
た
就
任
の
翌
月
、
近
習
勢
力
の
ス
ィ
ブ
ヤ
l
ン・

ア
ル
・
ハ

I
ッ
ス
を
粛
清
し
て
い
る
。
サ

ッ
ラ
1
ル
と
カ
リ
フ
の
不
和
は
、

暗
殺
を
恐
れ
た
サ
ッ
ラ
l
ル
は
、

サ
ッ
ラ
l
ル
が
ス
ン
ナ
涯
で
あ
っ
た
こ
と
と
無
縁
で
は
な
か
ろ
う
。
彼
は
ワ
ズ
ィ

I
ル
在
任
中
ス
ン
ナ
涯
教
義
の
強
化
に
努
め
た
と
い
わ
れ
、ω
 

た
と
え
ば
五
四
六
年
ハ
二
一
年
工
一
年
)
に
は
、
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
に
シ
ャ
ー
プ
ィ
イ
l
皐
涯
の
た
め
の
マ
ド
ラ
サ
〈
皐
院
)
を
建
設
し
て
い
る
。

川
柳

ま
た
一
一
裁
に
は
シ
ャ
ー
プ
ィ
イ
l
皐
涯
の
カ
l
デ
ィ
ー
を
任
命
し
た
と
俸
え
ら
れ
る
。

a

〉
げ
}
】
削
拍
ゲ
・
〉
古
色
匂
三
回
}
回
(
五
四
八
年
ヨ
ロ
f
m『

g
g
月
l

五四九年

grMhH
月
¥
二
一
幸
一
年
四
月
ム
一一且四
年
豆
月
〉

父
は
北
ア
フ
リ
カ
の
ズ
ィ

l
リ
l
朝
王
家
の
血
統
を
引
く
が
、

ω
 

に
死
亡
、
母
は
サ
ッ
ラ
l
ル
と
再
婚
。
後
年
ア
ッ
パ
ー
ス
は
ガ
ル
ビ

l
ヤ
組
督
職
に
あ
っ
た
が
、
サ

ッ
ラ
l
ル
の
中
央
進
出
に
際
舎
し
て
、
共

同

判

例

に
カ
イ
ロ
に
進
撃
し
た
。
カ
イ
ロ
到
着
後
は
マ
サ
l
ル
追
討
軍
司
令
官
を
務
め
る
。
五
四
八
年

B
C
Y
R
E
S
月
(
一
一
喜
一
年
四
月
)
、
十
字
軍
に
劉

ゅ，

す
る
ア
ス
カ
ロ
ン
汲
遣
軍
司
令
官
と
し
て
任
地
に
赴
く
途
次
、
息
子
の

Z
S
H
を
し
て
サ
ッ
ラ
1
ル
を
暗
殺
せ
し
め
、
カ
イ
ロ
に
蹄
還
し
た
。

五

O
九
年
〈
一
一
一五
六年
)
故
地
を
遁
放
さ
れ
、

ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
滞
留
中

-135ー

サ
ヅ
ラ
l
ル
の
排
除
は
カ
リ
フ
H

ザ

l
フ
ィ
ル
の
墓
む
と
こ
ろ
で
も
あ
り
、

ア
ッ
パ
ー
ス
は
た
だ
ち
に
ワ
ズ
ィ

l
ル
職
に
任
ぜ
ら
れ
た
。

し

か
し
な
が
ら
カ
リ
フ
自
身
も
、
翌
五
四
九
年
ヨ
ロ
グ
田
口
曲
目
月
末
日
(
一
一
五
四
年
四
月
一
六
日
)
ア
γ
バ
1
ス
の
命
に
よ

っ
て
、
ナ
ス
ル
邸
に
て
暗
殺
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
ア
て
ハ

l
ス
は
カ
リ
フ
の
兄
弟

E
Zユ
と
ペ
ロ
由
民
お
よ
び
彼
ら
の
甥
〉
吉
巳
・
∞

Z
仰
を
カ
リ
フ
暗
殺
の
嫌
疑
で
訴
し
、

ヵ

例

リ
フ
の
遺
児
凶
印
帥
(
営
時
套
駒
〉
を
カ
リ
フ
H

フ
ァ
l
イ
ズ
と
し
て
即
位
せ
し
め
た
。

ィ
マ
朝
家
の
大
原
則
が
崩
れ
て
い
る
貼
に
鑑
み
て
、

ハ
ー
フ
ィ
ズ
の
即
位
以
来
、
嫡
嗣
相
績
と
い
う
フ
ァ

l
テ

カ
リ
フ
位
縫
承
を
主
張
し
う
る
年
長
の
血
脈
相
承
者
を
抹
殺
し
た
後

品
開

そ
の
直
接
の
誘
因
が
な
ん
で
あ
れ
、

ア
ッ
バ

1
ス
は
、

に
、
容
易
に
健
偶
化
の
可
能
な
幼
見
を
即
位
さ
せ
た
と
い
え
よ
う
。

つ
ま
り
こ
の
事
件
は
、

ア
ッ
パ
ー
ス

の
濁
裁
権
確
立
の
意
園
の
も
と
に
起
き
た
事
件
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

331 

し
か
し
ア
ッ
パ
ー
ス
の
行
震
は
宮
廷
人
の
反
擾
を
買
い
、
彼
ら
は
上
エ
ジ
プ
ト
冨
ロ
ロ
ヨ
切
由
巳

H
P
3忌
地
方
の
総
督

叶
曲
目
仰
ぐ
ゲ
-
F
H
N
N
M
W

ア
て
ρ
l
ス
は
そ
れ
を
鎮
座
し
た
が
、
強
力
な
敵
劉
勢
力
の
存
在
を
悟
つ

に
来
援
を
乞
う
た
。
同
時
に
カ
イ
ロ
に
お
い
て
も
反
飽
が
起
こ
り
、
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崎
明

て
、
五
四
九
年

E
Z向
同
月
(
一
一
吾
年
五
月
〉
シ
リ
ア
方
面
に
逃
走
し
た
。

叶
巳
門
戸
‘

σ・
閉山己
N
N
凶}内(五四九年『
mZR
同
月
l
E
E
六年

g
自
主

E
月
/
一
一
五
四
年
六
月
l

一一六一年九
月
)

同
州

父
は
バ
ド
ル
・
ア
ル
・
ジ
ャ
マ

l
リ
川
と
共
に
エ
ジ
プ
ト

へ
来
た
ア
ル
メ
ニ
ア
人
で
あ
っ

た
と
い
わ
れ
る。

h
山
V

2
四一ニ
l

四
年
)
頃
プ
ハ
イ
ラ
組
督
で
あ
っ
た
。

帥

H
2
3
M
V
地
方
の
総
督
職
在
任
中
、

ア
ッ

ス
磨
下

タ
の =

富j
1Z帥 i

自
身
t主
五

八
年

γ
向ロロ可
M
W

切回ロ同

五
四
四
年
の
マ
サ

l
ル
遁
討
戦
に
際
し
て
は
、

宮
廷
の
要
請
を
受
け
、
嘗
地
の
遊
牧
ア
ラ
ブ
お
よ
び
ム
ク
タ
ー
を
糾
合
し
て
進
撃
、
ア
ッ
パ
ー
ス
逃
亡
直

後
の
カ
イ
ロ
に
無
血
入
城
し
て
ワ
ズ

ィ
l
ル
職
に
任
ぜ
ら
れ
た
。

幼
弱
の
カ
リ
フ
H

フ
ァ

l
イ
ズ
の
も
と
、
タ
ラ
l
イ
ー
は
完
全
な
濁
裁
権
を
ふ
る
っ
た
。

そ
の
カ
リ
フ
も
五
五
五
年
同
旦
与
月

一
七
日
(
一一六
C

叫
剛
咋

年
七
旦
三
日
)
死
亡
す
る
的
、
タ
ラ
l
イ
l
昨
年
長
の
諸
子
を
排
し
て
、
フ
ァ

l
イ
ズ
の
従
弟

n

〉

E
〉

-zr
(ユ
I
ス
フ
の
息
。

蛍
時
九
歳
〉

を
カ

リ
フ

u
ア
1
デ
ィ
ド
と
し
て
即
位
せ
し
め
削
。
さ
ら
に
五
五
六
年
初
頭
、
タ
ラ
l
イ
1
は
自
ら
の
娘
と
ア
l
デ
ィ
ド
の
婚
約
を
強
引
に
成
立
さ

せ
た
の
で
あ
加
。
タ
ラ
l
ィ
ー
が
外
戚
の
地
位
を
目
論
ん
で
什
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

タ
ラ
l
ィ
ー
の
こ
の
よ
う
な
専
横
は
、
彼
が
十

ん
出

二
イ
マ

l
ム
波
数
義
の
信
奉
を
標
携
し
て
い
忙
こ
と
も
あ

っ
て
、

hu 

日
)
ワ
ズ
ィ

l
ル
は
宮
股
内
に
て
暗
殺
さ
れ
た
。
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宮
廷
内
の
惜
悪
を
醸
し
、
五
五
六
年

E
自
主
同
ロ
月
一
九
日

ハ一一六一年九
月
二

河
口
N
N
回目円

σ・
吋
丘
町
円
(
歪
六
年

g
自
主
宮

月
l

歪
八
年
目
c
f
R
2
5
月

/
二
一
ハ
一
年
九
月
ご
一心一年一
一一月〉

'削川
F

前
記
タ
ラ

1
イ
l
の
息
子
。
父
の
遺
言
に
よ
っ
て
ワ
ズ
ィ
l
ル
に
就
任
し
た
。

五
五
七
年
円
子
。
巳
ム
ベ
皆
月
(
一
一
室
年
二
月
)
こ
の
ル

ッ
ズ

ィ
l
ク
に
よ

っ
て
上
エ
ジ
プ
ト
・

ク
l
ス
組
督
職
を
解
任
さ
れ
た
〉
σ口
ω
r£向

a

∞
冨
当
日
は
、
こ
れ
を
不
服
と
し
て
叛
刷
乱
し
た
。
叛
凱
軍
の
カ
イ
ロ
進
撃
の
報
に
、

ル
ヅ
ズ

ィ
1
ク
側
勢
力
は
離
散
、

五
八
年
ヨ
ロ

τ
H
E
S
月
(
一
一
六
二
年
一
二
月
)
カ
イ
ロ
を
脱
出
し
た
が
、
郊
外
に
て
遊
牧
ア
ラ
ブ
に
捕
え
ら
れ
、

帥た

ワ
ズ
ィ

I
ル
自
身
は
五

シ
ャ

l
ワ
ル
の
も
と
で
殺
害
さ
れ

〉
σロ
ωvε
帥・

ω}凶仰唱曲同
(歪
八年
唱
え
R
月
1

同
曲
同
国
主
帥
ロ
月
/
一
一
一ハ三年
一
月
人
月
)



ω
 

も
と
ワ
ズ
ィ

l
ル
・
リ
ド
ワ
l
ン
配
下
の
ア
ミ

1
ル
で
あ
っ
た
と
俸
え
ら
れ
る
。

帥

ラ
l
イ
ー
に
よ
っ
て
ク

l
ス
穂
督
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
ル
て
ス
ィ

l
ク
の
逃
亡
直
後
、
カ
イ
ロ
に
入
城
し
ワ
ズ
ィ
l
ル
に
就
任
し
た
が
、
八
ヶ
月

ω
 

後

〉

σ口
弘
・
〉
臼
r
r
聞こ
ν
F
H
m
E
B
の
反
凱
に
遭
い
、
敗
北
し
て
シ
リ
ア
へ
遁
走
し
た
。

〉
ruML-〉回
r
z
-
匂
町

m
E
S
(歪
八
年

g
自
主
同
ロ
月
l

歪
昨
年
十
右
目
包
帥
ロ
月
/
二
-
S
一年八
月
l

二
六
四
年
豆
月

)ω

デ
ィ
ル
ガ
l
ム
の
名
は
、
ま
ず
五
四
八
年
ア
ッ
パ
ー
ス
率
い
る
ア
ス
カ
ロ
ン
涯
遣
軍
の
中
に
み
え
る
。
つ
い
で
ワ
ズ
ィ

I
ル
・
タ
ラ
l
イ
I

帥

が
曲
目
・
回
同
Z
ぞ
ヨ
と
い
う
部
隊
を
創
設
し
た
折
、
デ
ィ
ル
ガ

I
ム
は
そ
の
指
揮
官
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
そ
し
て
五
五
三
年
目
三
百
円
5
5・
官
同
日
月

M
W
 

つ
一
五
八
杢
一
l
=
一月
)
の
シ
リ
ア
南
部
へ
の
封
十
字
軍
遠
征
で
は
司
令
官
を
務
め
て
い
る
。
シ
ャ

I
ワ
ル
の
ワ
ズ
ィ

l
ル
時
代
に
は
、
彼
は
ロ
削
憎
い
σ

同
制

回
目
・
ゲ
仰
げ
も
し
く
は
サ

I
ヒ
プ
・
ア
ル
・
パ

I
プ
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

シ
リ
ア
ヘ
遁
走
し
た
シ
ャ

I
ワ
ル
は
ダ
マ
ス
カ
ス
へ
赴
き
、
ザ
ン
ギ
I
朝
の

Z
R
巳
-
U
E
冨
与
B
E
に
救
援
を
懇
請
し
た
。
ヌ

1
ル
ッ

デ
ィ

1
ン
は
〉
明
白
円
山
色
・
ロ

Z
ω
r
E
s
r
を
賂
と
す
る
援
軍
を
シ
ャ

l
ワ
ル
に
授
け
、
彼
ら
は
五
五
九
年
吉
日
間
宮
口
月
(
一
一
六
四
年
四
月
)
エ

そ
の
後
タ
ラ
l
イ
l
に
仕
え
、

五
五
五
年
(
一一吉
年
)
タ

-137-

ジ
プ
ト
ヘ
侵
入
し
た
。
ピ
ル
バ
イ
ス
に
お
い
て
迎
撃
軍
を
破

っ
た
シ
ャ

l
ワ
ル
は
同
月
末
カ
イ
ロ
に
入
城
し
、
逃
亡
し
た
デ
ィ
ル
ガ
l
ム
は
捕

ω
 

え
ら
れ
殺
害
さ
れ
た
。

〉
σロ
ω印

H
E
』MHaωr仰
項
目
円
(
歪
九
年
五
与
月
i
z
-
h
四年

zza
ロ
月
/
二
一九四年五月
l

ご
六
九
年
一
月
)

シ
ャ

l
ワ
ル
は
ヌ

l
ル
ッ
デ
ィ

1
ン
の
援
軍
汲
遣
へ
の
代
償
と
し
て
、
エ
ジ
プ
ト
の
税
牧
の
一
一
一
分
の
一
の
供
輿
お
よ
び
シ
リ
ア
軍
へ
の
イ
ク

同
開

タ
1
分
興
を
な
す
と
い
う
協
約
を
結
ん
で
い
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ワ
ズ
ィ
J

ル
職
復
蹄
に
成
功
し
た
シ

ャ
l
ワ
ル
は、

シ
ー
ル
ク

l
フ
塵
下
の
シ
リ
ア
軍
に
劃
し
て
、
そ
の
協
約
を
履
行
せ
ず
、
以
後
の
雨
者
の
武
闘
を
惹
起
し
た
。
こ

の
抗
争
は
十
字
軍
の
軍
事
介
入
を
伴
つ

帥

ω

て
、
五
五
九
l
六
四
年
聞
に
三
次
に
わ
た
り
、
最
終
的
に
、
シ
ャ

l
ワ
ル
は
シ
リ
ア
軍
に
捕
え
ら
れ
殺
害
さ
れ
た
。

〉
白
色
白
戸
'
口
同
ロ
ω
}
M
M
H
W
ロ
ゲ
(
豆
六
四
年

g
z・
回
目
月
l

』
ロ
自
位
同
回
目

月
/
二
六
九
年
一
月
l
z
一月
)

333 

ク
ル
ド
人
。
バ
グ
ダ
ー
ド
の
セ
ル
ジ
ュ

l
ク
朝
部
賂
宮

ε島
正
曲
目
・
ロ

E
E
Z宮
に
、

兄

Z
3
5
巳
・
ロ
H
P
〉
u
Q与
と
共
に
仕
え

チ



334 

そ
の
後
モ
ス
ル
の
ア
タ
ベ

ク

凶
ヨ
包
但
デ
ヨ
ロ

N
S色、
彼
の
死
後
は
ア
レ
ッ
ポ
の
ア
タ

ω
 

ベ
ク

Z
D
H

白
ケ
ロ
Z
呂
田
グ
ヨ
ロ
与
に
仕
え、

部
将
と
し
て
頭
角
を
表
わ
し
た
。
三
次
に
わ
た
る
エ
ジ
プ
ト
進
攻
の
い
ず
れ
に
も
司
令
官
を
務
め
、

吋
岬

フ
ァ

I
テ
ィ
マ

朝
ワ
ズ
ィ
l
ル
の
地
位
を
得
た
が
、
在
任
約
二
ヶ
月
で
設
し
た
。

グ
リ
ス
河
畔
斗
品
号
の
砦
を
委
ね
ら
れ
て
い
た
。

市
川
州
凶

zf
曲
-
-
U
E
J
E宮
内
寸
・
〉
ヨ
-
u
σ
(五六四年
吉
田
邑
帥
ロ

月
五
五
年

目ロザ陶『
g
E
月
/一一
六九年=一月
i

ご
七
一
年
九
月
)

シ
ー
ル
ク

l
フ
の
甥
(
ア
イ
ユ

1
ブ
の
息
子
)
。
叔
父
と
共
に
エ
ジ
プ

ト
遠
征
に
参
加
し
、

ω
 

地
位
と
ワ
ズ
ィ

l
ル
職
を
受
け
縫
い
だ。

遠
征
軍
司
令
官
の

武
功
を
た
て
、

叔
父
の
浪
後
、

フ
ァ

l
テ
ィ
マ
朝
の
高
官
、

高
級
軍
人
の
責
産
、

イ
ク
タ
ー
を
浪
牧
し
、
自
ら

ワ
ズ
ィ

l
ル
に
就
任
し
た
サ
ラ

1
フ
・

ア
ッ
デ
ィ

l
ン
は
、

同

の
親
族
や
配
下
の
軍
人
に
は
イ
ク
タ
ー
を
授
興
し
た
。
こ

の
い
わ
ゆ
る

「
軍
事
イ
ク
タ
l
制
」
の
施
行
に
よ
っ
て
、

品
岬

ン
の
軍
事
力
の
経
済
基
盤
が
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

サ
ラ
l
フ
・

ア
ヅ

J

ア
ィ
I

一
方
サ
ラ
1
フ
・
ア
ヅ
デ
ィ

1
ン
は、

フ
ァ

l
テ
ィ

マ
朝
イ
ス
マ

l
イ
1
ル
涯
支
配
箆
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制
そ
の
も
の
の
覆
滅
計
重
を
段
階
的
に
寅
施
し
た
。
五
六
五
年

(
一一七
C
年
)
ア
ザ

l
ン
(
躍
奔
へ
の
呼
び
か
け
〉
に
お
け
る
伺
ミ
吉
正
凶

r
E胃

但
て
曲
目
色
「
善
行
の
た
め
に
来
た
れ
」
と
い
う
シ

l
ア
涯
の
用
い
る
唱
句
を
醸
し
た
。
つ

い
で
同
年
内
デ
ロ
包

'fg同
月
(
同
八
月
)
に
は
、

ウ
マ
ル
、
ウ
ス

マ
l
ン
の
名
が
ア
リ

1
の
名
に
先
立
っ
て
讃
み
こ
ま
れ
る
こ
と

フ
ト

ゥ
パ
に
お
い
て
ス
ン
ナ
涯
正
統
カ
リ

フ
の
ア
ブ
l

・
バ
ク
ル
、

時
刊

を
命
じ
た
。

五
六
六
年
(
一
一
き
l

一
年
)
に
は
、

フ
ス
タ
ー
ト
に
シ
ャ

ー
プ
ィ
イ
I
事
涯
お
よ
び
マ

1
リ
ク
皐
涯
の
マ

ド
ラ
サ
を
建
設
。

司
法
長

官
に
は
シ
ャ
ー
プ
ィ
イ
l
皐
汲
の
カ
l
デ
ィ
ー
を
任
命
し
、

ま
た
そ
の
配
下
の
カ
l
デ

ィ
ー
も
、

従
来
の
フ
ァ

l
テ
ィ
マ
朝
の
カ
l
デ
ィ
ー
を

シ
ャ

ー
プ
ィ
イ
l
皐
涯
の
者
に
入
れ
替
え
た
。
ア
ズ
ハ
ル
・

モ
ス

ク
そ
の
他
に
お
け
る
イ
ス

マ
l
イ
l
ル
涯
数
拳
集
舎

自
白
吉
田
由
ナ

叫
岬

色
白
ぜ
阻
も
肢
さ
れ
制
。
そ
し
て
五
六
七
年

g
g
f
R
E
E
月
七
日

(
一一七一年九月一
C
日〉、

罷
菟
し
、

非
公
式
で
は
あ

っ
た
が、

フ
ス

タ
ー
ト

の
ア
ム
ル

・モ

ス
ク
で
は
フ
ト
ゥ
バ
か
ら
カ
リ
フ
H

ア
I
デ
ィ
ド
へ
の
言
及
、
が
削
除
さ
れ
た
。
三
日
後
既
に
病
篤
か
っ
た
ア
l
デ

ィ
ド
は
在
し
た
が
、

哨
噌

こ
こ
に
フ
ァ

l
テ
ィ
マ
朝
の
命
服
は
断
た
れ
た
。

サ
ラ
I

フ
・
ア
ッ
デ
ィ

l
ン
は
後
縫
カ
リ
フ
を
立
て
ず
、



以
上
、
大
略
ワ
ズ
ィ

1
ル
の
経
歴
を
も
含
め
て
後
牢
期
ワ
ズ
ィ

l
ル
職
の
推
移
を
跡
附
け
た
が
、

節
へ
進
み
た
い
。
ま
ず
第
一
に
、

と
り
あ
え
ず
以
下
の
諸
黙
を
確
認
し
て
次

ワ
ズ
ィ

l
ル
の
全
員
が
軍
人
階
層
の
出
身
で
あ
る
こ
と
は
、
前
牢
期
と
の
決
定
的
な
相
違
で
あ
る
。

マ
l
ム

ー
ン
が
や
や
例
外
的
で
あ
り
、

ル
γ
ズ
ィ

l
ク
ら
に
は
軍
事
貴
族
的
な
性
格
も
感
じ
ら
れ
る
が
、
他
は
す
べ

ア
フ
占タル

ア
ブ
l

・
ア
リ
l

第
二
に
、

彼
ら
の
就
任
に
至
る
経
緯
も
、

地
方
組
督
の
中
央
進

内
飢
の
鎮
定
、

軍
に
よ
る
擁
立
、

て
軍
務
の
中
で
昇
進
し
た
者
と
い
え
る
。

軍
、
武
闘
な
ど
、
直
接
間
接
に
軍
事
的
貧
力
に
訴
え
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

カ
リ
フ
側
か
ら
の
尋
常
な
任
兎
は
、

マ
l
ム
l
ン
の
場
合

を
除
い
て
、
形
骸
化
し
て
い
る
。
第
三
に
、
後
牢
期
政
治
過
程
の
全
睦
の
様
相
は
、
成
長
後
の
カ
リ
フ
H

ア
l
ミ
ル
と
ハ

l
フ
ィ
ズ
の
治
世
中

に
カ
リ
フ
権
力
の
一
時
的
回
復
(
カ
リ
フ
の
親
裁
)
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、

ほ
ぼ
ワ
ズ
ィ

l
ル
を
中
心
に
展
開
し
、
彼
ら
に
よ
る
政
権
交
替
の
観

を
呈
す
る
。
こ
の
開
フ
ァ

1
テ
ィ
マ
朝
イ
ス
マ

1
イ
l
ル
涯
の
支
配
鐙
制
は
ワ
ズ
ィ

I
ル
の
カ
リ
フ
即
位
へ
の
干
渉
、
反
イ
ス
マ

1
イ
l
ル
涯

的
政
治
行
動
の
た
め
に

そ
の
根
本
か
ら
揺
る
が
さ
れ
た
。
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そ
れ
で
は
後
牢
期
の
ワ
ズ
ィ

l
ル
は
、
制
度
的
に
は
ど
の
よ
う
な
権
限
を
有
し
、

ど
の
よ
う
な
地
位
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ワ
ズ
ィ

l
ル
の
権
限
と
地
位

パ
ド
ル
の
時
代
か
ら
王
朝
の
最
後
に
至
る
ま
で
の
剣
の
ワ
ズ
ィ
l
ル
は
、
エ
ジ
プ
ト
の
支
配
者
と
な
り
、
権
力
者
と
な
っ
た
。
彼
ら
は
、
ア
ミ
l
ル
、
軍
隊
、

カ
l
デ
ィ
l
、
書
記
官
、
そ
の
他
す
べ
て
の
臣
民
に
針
す
る
完
全
な
支
配
権
を
有
し
、
行
政
官
や
宗
務
官
を
任
命
し
た
ハ
穴
r
fア
ア
司
・
£
。
)
。

マ
ク
リ
l
ズ
ィ
ー
に
よ
る
こ
の
記
述
は
、
後
半
期
の
ワ
ズ
ィ

1
ル
が

フ
ァ

l
テ
ィ
マ
朝
謹
制
を
支
え
る
三
本
の
柱
、
す
な
わ
ち
、

軍
隊
、

行
政
官
僚
機
構
、
宗
務
組
織
に
謝
す
る
全
権
限
を
掌
握
し
て
い
た
こ
と
を
簡
潔
に
物
語

っ
て
い
る
。
ま
ず
は
こ
れ
ら
の
三
側
面
に
闘
す
る
検
討

か
ら
始
め
よ
う
。
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軍
隊
に
閲
し
て
は
、
前
竿
期
の
ワ
ズ
ィ

l
ル
に
も
監
督
権
限
が
な
か
っ
た
わ
け
代
は
な
い
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
行
政
機
構
を
媒
介
と
す
る
諸

つ
ま
り
軍
政
の
監
督
と
い
う
立
場
で
規
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
る
に
後
半
期
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば
タ
ラ

l
イ

軍
国
の
健
全
な
維
持
管
理
、
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恥
川
明

軍
の
指
揮
命
令
擢
即
日
帥
E
を
委
ね
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ワ
ズ
ィ

l
ル
の
樺
限
は
軍
の

ー
の
ワ
ズ
ィ
!
ル
任
命
文
書
中
に

統
帥
権
に
も
及
ん
で
い
た
。

こ
の
事
質
は
ワ
ズ
ィ

l
ル
が
待
び
た
稽
競
〈

-z§
・
ロ
忠

史
料
中
に
は
匡
別
な
く
用
い
ら
れ
る
)
の
面
か
ら
も
註
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
筆
者
の
知
る
か
ぎ
り
、
後
牢
期
の
ワ
ズ
ィ

l
ル
十
六
名
中
十
三
名
に

つ
い
て
、
最
高
軍
司
令
官

曲
目
町
由
工
ロ
ち
岳

の
稿
競

ω
 

を
有
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
軍
の
統
帥
権
の
掌
握
が
彼
ら
の
ワ
ズ
ィ

l
ル
職
の
本
質
的
な
属
性
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で

あ
る
。

い
い
か
え
る
な
ら
ば
、
後
牢
期
の
ワ
ズ
ィ

l
ル
は
園
家
軍
事
を
直
接
に
措
嘗
す
る
存
在
で
あ
っ
た
。
バ
ド
ル
は
ム
ス
タ

ン
ス
ィ
ル
の
招

請
を
受
諾
す
る
に
あ
た
っ
て
、
自
ら
徴
募
し
た
軍
圏
を
率
い
て
ゆ
く
こ
と
、
お
よ
び
従
来
の
フ
ァ

1
テ
ィ
マ
朝
の
諸
箪
圏
勢
力
を
残
さ
な
い
こ

と
を
篠
件
に
し
た
と
俸
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
バ
ド
ル
に
よ
る
秩
序
回
復
は
同
時
に
ま
た
既
成
諸
軍
国
勢
力
の
一
掃
で
も
あ
り
、
そ

の
結
果
バ
ド
ル
直
属
の
ア
ル
メ
ニ
ア
人
軍
園
は
と

-
Y
E
ω
r
qヨ
〈
曲
目
可
陶
工
ロ
ヨ
与

に
由
来
す
る
名
稽
)
と
呼
ば
れ
て
、
以
後
半
世
紀
除
中
央
に

ω
 

お
け
る
フ
ァ
l
テ
ィ
マ
朝
軍
の
中
核
の
位
置
を
占
め
た
。
ジ
品
ユ

l
シ
l
ヤ
軍
圏
の
軍
園
長
に
封
す
る
忠
誠
は
、
パ
ド
ル
混
後
ワ
ズ
ィ
l
ル
職

が
ラ
l
ウ

1
ン
に
委
ね
ら
れ
よ
う
と
し
た
時
の
彼
ら
の
態
度
の
内
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ラ
l
ウ
l
ン
は、

自
ら
の
ワ
ズ
ィ
l
ル
就
任
へ
の

賛
同
を
得
る
目
論
見
で
、
こ
の
軍
園
の
軍
人
を
買
牧
し
て
い
た
が
、
嘗
時
ジ
ュ
ユ

l
シ
l
ヤ
内
で
最
も
主
だ
っ

た
ア
ミ
l
ル
で
あ

っ
た

Z
SF同

-140-

同

--U担
当
E
〉同

g
r
z
は、

ア
フ
ダ
ル
を
さ
し
お
い
て
バ
ド
ル
の
マ
ム
ル

1
ク
が
支
配
権
を
握
る
こ
と
の
非
を
彼
ら
に
説
い
た
。

そ
の
結
果
カ

リ
フ
H

ム
ス
タ
ン
ス
ィ
ル
が
ラ
l
ウ
l

ン
を
ワ
ズ
ィ
l
ル
に
任
じ
る
や
、

ジ
ュ
ユ

l
シ
l
ヤ
の
軍
人
た
ち
は
宮
城
内
庭
に
集
結
し
、

ラ
l
ウ
l

ン
の
就
任
を
承
知
し
な
い
ば
か
り
か
、
決
定
に
従
え
と
す
る
カ
リ
フ
自
身
の
命
令
に
も
、
創
を
抜
き
放
っ
て
そ
れ
を
拒
絶
し
た
の
で
あ
る
。
バ

ド
ル
、
ア
フ
ダ
ル
の
長
期
に
わ
た
る
濁
裁
も
、
園
家
軍
事
力
の
中
核
を
占
め
る
こ
の
よ
う
な
直
属
軍
国
を
背
景
に
可
能
だ
っ
た
。
こ

の
後
も
、
ジ

ュユ

l
シ
l
ヤ
ほ
ど
の
勢
力
で
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、

パ
フ
ラ
l
ム
も
直
属
ア

ル
メ
ニ
ア
人
軍
国

二、

0
0
0騎
を
擁
し
て
い
る
。
地
方
組
督

の
場
合
も
、

お
そ
ら
く
は
任
地
周
過
に
お
い
て
軍
事
的
な
勢
力
扶
植
を
園
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、

リ
ド
ワ
l
ン
や
タ
ラ
1
イ
l
は
、
中
央
進

撃
に
先
だ
っ
て
現
地
の
遊
牧
ア
ラ
ブ
や
ム
ク
タ
ー
を
糾
合
し
て
、
容
易
に
私
的
武
力
集
圏
を
形
成
し
て
い
刻
。
シ
ー
ル
ク
l
フ
、
サ
ラ
l
フ・

〉
回
目
岳
山
ミ
同
一
と
呼
ば
れ
る
ク
ル
ド
人
軍
圏
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
サ
ッ

ラ
l
ル
の

ア
ッ
デ
ィ

1
ン
の
軍
事
力
の
中
核
が
、



組
織
し
た
警
衛
蜘
も
軍
事
編
成
上
は
彼
の
旗
本
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
後
半
期
の
ワ
ズ
ィ

l
ル
は
、
園
家
軍
の
統
帥
擢
を
掌
握

す
る
と
と
も
に
、
個
人
的
に
も
濁
自
の
武
力
集
圏
を
擁
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
武
断
政
治
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

行
政
機
構
の
統
轄
に
関
し
て
は
、
こ
れ
は
元
来
の
ワ
ズ
ィ
l
ル
職
の
管
掌
領
域
で
も
あ
り
、
嘗
然
後
牢
期
の
ワ
ズ
ィ
l
ル
は
、
完
全
な
監
督

権
限
を
有
し
て
い
た
。

ア
フ
ダ
ル
、

お
も
い
き
っ
た
経
済
・
財
政
政
策
が
み
ら
れ

た
と
え
ば
、

、
。
、
/
、

ノ

1
1
2
J

マ
l
ム
l
ン
ら
の
在
任
中
に
は
、

る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ら
の
事
績
は
、

い
わ
ば
内
治
面
で
の
大
局
的
見
地
か
ら
の
施
策
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、

後
半
期
の
ワ
ズ
ィ

1
ル

が
、
官
吏
の
業
務
の
監
察
や
財
務
監
査
等
の
寅
務
的
ま
た
技
術
的
な
仕
事
に
直
接
関
興
す
る
と
い
っ
た
事
例
の
記
述
は
、
史
料
中
に
ほ
と
ん
ど

み
え
な
い
。
経
歴
面
か
ら
み
て
も
、
彼
ら
が
公
文
書
慮
理
に
必
要
な
書
記
能
力
や
、
財
政
技
術
を
も
っ
て
仕
え
る
官
僚
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
前
半
期
ワ
ズ
ィ

l
ル
の
本
領
で
あ
っ
た
財
政
責
務
の
監
督
は
、
よ
り
下
扱
の
別
な
職
業
的
専
門
官
僚
が
捲
っ
た
。

フ
ァ

財
政
監
督
臆
岳
当
官
回
目
'
口
忠
良

ー
テ
ィ
マ
朝
末
期
の
制
度
を
記
述
し
た
史
料
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
諸
財
務
官
醸
の
監
督
機
関
と
し
て
は
、

北
神

(
ま
た
は

E
S叫曲

Z
2-Z
Mロ
〉
と
財
務
検
査
陣
門
町
三
吉
弘
E
S
Y
G
S
が
存
在
し
た
。
雨
者
の
相
互
関
係
は
明
確
で
な
い
が
、
ア
フ
ダ
ル
お
よ
び

マ
l
ム

l
ン
時
代
に
つ
い
て
い
え
ば
岳
省
吉
弘

-sgz
が
最
高
監
督
機
関
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
五

O
一
年
(
二
宕
人
年
)
創
設
の
こ
の
デ

ィ

従
来
諸
財
務
官
鹿
の
統
轄
機
関
で
あ
っ
た
岳
4
吉
田
ゲ
ヨ
名
目
白
の
財
務
監
査
部
門
を
濁
立
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

-141ー

ー
ワ

l
ン
は

337 

る
が
、
初
代
長
官

H
g
h
z
包
-
F
a
F
(キ
リ
ス
ト
敬
徒
〉
は
、
五
一
八
年
(
一
一
一
一
回
え
を
慮
刑
さ
れ
る
ま
で
そ
の
任
に
あ
り
、
園
家
歳
入
・
歳

出
の
組
責
任
者
で
あ
っ
た
。
ま
た
ア
フ
ダ
ル
殺
害
直
後
布
告
さ
れ
た
文
書
は
、
全
デ
ィ

l
ワ
1
ン
で
確
認
さ
れ
た
後
に
、
【
同
M
4
4
削ロ曲目・

s
-
Z
2

4

3

色・
8
丘

-
W
に
お
い
て
保
管
さ
れ
る
旨
命
じ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
デ
ィ
l
ワ
l
ン
が
他
の
デ
ィ
l
ワ
l
ン
を
統
轄
す
る
地
位
に
あ
っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
円

-z目
白

-EE嶋
田
円
に
つ
い
て
は
、
こ
の
デ
ィ
l
ワ
l
ン
の
長
官
は
諸
財
務
官
臆
岳
唱
曲
当
日
ロ
と
'
曲
目
当
包
の
最
高
位
を
占
め

る
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
最
高
監
督
機
関
と
し
て
ゆ
地
位
は
明
瞭
で
あ
る
。
年
代
記
に
は
、
五
二
七
年
、
五
三
二
年
、
五
四

O
年
、
五

四
二
年
、
五
四
九
年
の
各
僚
に
長
官
の
任
兎
の
記
述
が
み
え
、
カ
リ
フ
H

ハ
l
フ
ィ
ズ
時
代
頃
か
ら
こ
の
機
関
の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
た
と

推
察
さ
れ
る
。
以
上
の
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ワ
ズ
ィ

I
ル
職
の
性
格
の
嬰
化
に
と
も
な
っ
て
、
財
政
責
務
の
監
督
に
あ
た
る
機
関
の
必
要
性
と
相
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封
的
地
位
が
高
ま
っ
た
こ
と
は
事
買
で
あ
ろ
う
。

宗
務
す
な
わ
ち
イ
ス
マ

I
イ
l
ル
汲
司
法
お
よ
び
数
宣
は
、
原
則
と
し
て
前
半
期
の
ワ
ズ
ィ
l
ル
に
は
管
掌
外
の
事
柄
で
あ
っ
た
。
し
か
る

に
後
半
期
に
お
い
て
は
、
パ
ド
ル
・
ア
ル
・
ジ
ャ
マ

l
リ
l
に
司
法
・
数
宣
の
権
限
が
委
ね
ら
れ
て
以
来
、
カ
l
デ
ィ

l

(
司
法
官
〉、
ダ
l
イ

彼
ら
の
任
命
穫
も
ワ
ズ
ィ
l
ル
が
掌
握
し
た
。

-

(
数
宣
官
)
は
ワ
ズ

ィ
l
ル
の
代
理
と
み
な
さ
れ
、

ワ
ズ
ィ

l
ル
は
司
法
お
よ
び
数
宣
の
擢

威
の
源
と
な
っ
た
わ
け
で

「
ム
ス
リ
ム
の
カ
l
デ
ィ

l
の
擁
護
と
信
徒
の
ダ
l
イ
l
の
指
導
、
お
よ
び
彼

ま
た
(
園
家
に
)
従
う
支
持
者
の
導
き
に
つ
い
て
の
統
御
を
委
ね
る
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
他
に
著
述
史

タ
ラ
l
イ
l
の
任
命
文
書
に
は

ら
に
委
ね
ら
れ
る
新
一
瞬
、

説
教
、

料
に
記
載
の
残
る
シ
ャ

l
ワ
ル
、
シ
ー
ル
ク
l
フ
、
サ
ラ
1
フ
・
ア
ッ
デ
ィ

l
ン
の
任
命
文
書
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
カ
l
デ
ィ

1
の
擁
護

E
E
F
と
ダ

1
イ
l
の
指
導

E
監
ヨ
の
擢
能
は
明
確
に
言
及
さ
れ
て
い
引
。
こ
の
擢
能
の
故
に
ワ
ズ
ィ

1
ル
は
、

w邑

z
i仰と
・
5
ロ
田
町
日
-

E
同
唱
曲
冨
門
r
E
d
回
目

'
B
C
U
B
E
E白
(
ム
ス
リ
ム
の
カ
l
デ
ィ
!
の
擁
護
者
に
し
て
信
徒
の
ダ
l
イ
l
の
指
導
者
)
な
る
稲
積
を
帯
び
、

筆
者
の
知
見

-142ー

の
及
ぶ
と
こ
ろ
、
パ
ド
ル
、
ア
フ
ダ
ル
、

刊
岬

き
る
。
ま
た
ア
プ
l
・
ア
リ
l
は
、

縄問司

首
導
者
〉
を
自
ら
稽
し
た
。

リ
ド
ワ
l
ン、

タ
ラ
1
イ
l

シ
ー
ル
ク
l
フ
ら
に
そ
れ
が
確
認
で

サ
ッ
ラ
l
ル

マ
i
ム

l
ン

}
戸
山
岳
包
ム
己
仏
削
(
カ
1
デ
ィ
l
の
指
導
者
)
お
よ
び
ヨ
CH印
r
E
仏尺
削
巳
'gzuB
E
E曲
(
信
徒
の
ダ
l
イ
ー
の

こ
の
よ
う
な
事
情
で
あ
れ
ば
、

後
宇
期
の
ワ
ズ
ィ

l
ル
に
は
、
バ
フ
ラ
l
ム

を
除
い
て
、
非
ム
ス
リ
ム
が
存
在
し

な
い
の
は
嘗
然
と
い
え
る
が

や
や
問
題
に
な
る
の
は
非
イ
ス
マ
l
イ
1
ル
波
の
ワ
ズ
ィ
l
ル
に
も
権
限
が
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ

ぅ
。
だ
が
こ
の
事
質
を
も
っ
て
、

ワ
ズ
ィ

l
ル
へ
の
司
法
・
数
宣
上
の
権
限
の
委
任
が
、
形
式
的
な
意
味
し
か
持
た
な
か
っ
た
と
理
解
す
べ
き

で
は
な
い
。
む
し
ろ
前
牢
期
に
は
カ
リ
フ
固
有
の
も
の
と
さ
れ
た
園
家
宗
涯
に
か
か
わ
る
権
限
が
、
ワ
ズ
ィ

l
ル
就
任
と
同
時
に
自
動
的
に
承

認
さ
れ
る
と
い
う
事
買
を
重
く
見
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
現
買
の
個
々
の
ワ
ズ
ィ

1
ル
の
政
治
行
動
が
反
イ
ス
マ

l
イ
1
ル
渡
的
な
場
合
、

フ
ァ
l
テ
ィ
マ
朝
イ
ス
マ
l
イ
1
ル
涯
の
権
威
は
そ
の
根
本
か
ら
揺
る
が
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
よ
う
に
、
園
家
機
構
の
全
面
に
わ
た
っ
て
最
高
権
限
を
掌
握
し
た
後
牢
期
の
ワ
ズ
ィ

1
ル
は
、
も
は
や
行
政
官
僚
制
の
首
長
と
い



う
元
来
の
枠
を
超
越
す
る
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
以
下
彼
ら
の
占
有
し
て
い
た
濁
自
の
地
位
を
、

そ
れ
に
伴
わ
れ
る
特
徴
的
事
象
を
指
摘
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
具
健
的
に
検
誼
し
て
み
た
い
。

ま
ず
後
学
期
の
ワ
ズ
ィ
l
ル
は
待
遇
面
で
破
格
で
あ
っ
た
。
臣
僚
の
俸
給
支
給
を
掌
っ

た
俸
給
部
局
含
d
q
智
弘
-E君
主
σ
の
フ

ァ
I
テ
ィ

h
朝
末
期
に
お
け
る
記
録
に
よ
れ
凶
、
ワ
ズ
ィ

I
ル
に
は
月
額
五
、

0
0
0デ
ィ

l
ナ

I
ル
、
そ
の
息
男
お
よ
び
兄
弟
に
は
二

O
O|
三

O

α、
彼
ら
の
従
者
に
は
員
数
に
雁
じ
て
(
一
括
し
て
)
三

0
0
1五
O
Oデ
ィ

l
ナ
l
ル
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。

他
の
臣
僚
に
つ
い
て
い
え
ば
、

文
官
中
で
の
最
高
額
は
文
書
臆
長
官

w
g
F
と

-E色
白

r
z円
以
の
一
五

O
デ

ィ

l
ナ

l
ル
で
あ
り
、

ま
た
武
官
で
は
サ

l
ヒ
プ
・
ア
ル
・
バ

-
プ
の
一
二

O
デ
ィ
l

ナ

l
ル
が
最
高
で
あ
る
。

そ
の
他
主
だ

っ
た
高
官
で
は
、
園
庫
長
官
、
司
法
長
官
、

数
宣
長
官
の
各
一

O
Oデ
ィ
l
ナ

I
ル
、
財
政
監
督
鹿
長
官
の
七

O
デ
ィ
l

ナ

l
ル
、
財
務
検
査
臆
長
官
の
五

O
デ
ィ
l

ナ

l
ル
等
の
数
字
を
奉
げ
う
る
。

こ
の
よ
う
に
、

ワ
ス

ィ
l
ル
の
俸
給
が
他
の
高
官
と
は
隔
絶
し
た
高
額
で
あ
り
、

遇
が
い
わ
ば
職
務
給
で
あ
る
の
に
射
し
、

ま
た
縁
者
や
従
者
に
も
相
嘗
額
支
給
さ
れ
て
い
る
鮎
を
見
れ
ば
、
一
般
官
僚
の
待

ワ
ズ
ィ

1
ル
の
待
遇
は
、
卓
越
し
た
政
治
的
地
位
に
麿
じ
た
身
分
給
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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ワ
ズ
ィ

l
ル
の
寅
質
的
な
統
治
者
と
し
て
の
地
位
の
顕
現
は
、
マ
ザ
l
リ
ム
法
廷
の
場
に
お
い
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
牟
期
の
場
合
こ

の
法
廷
の
監
督
は
、
司
法
長
官
そ
の
他
の
官
僚
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
的
多
く
、
必
ず
し
も
ワ
ズ
ィ

l
ル
の
管
掌
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
ま
た

政
府
の
裁
定
に
つ
い
て
も
カ
リ
フ
側
に
主
導
的
な
立
場
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
る
に
後
牢
期
の
事
情
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

ワ
ズ
ィ
l
ル
が
軍
人
で
あ
る
場
合
に
は
(

H

フ
ァ
l
テ
ィ
マ
靭
後
半
期
で
は
)
、
彼
自
ら
マ
ザ
l
リ
ム
に
臨
ん
だ
。
ワ
ズ
ィ
l
ル
に
向
き
あ
っ
て
、
雨
傍
に
公
護

人
臼
E
E
ι
を
従
え
た
司
法
長
官
が
位
置
し
、
ワ
ズ
ィ
l
ル
の
傍
に
は
書
記
牛
日
ロ

d
z
a
f
a
r
;
Zと
卵
白
色
白
骨
』
凶
、

つ
い
で
財
務
長
官
包
f
H『
円

四

Z
E

竿
ヨ
也
、
ワ
ズ
ィ
l
ル
の
前
に
は
サ
l
ヒ
ブ
・
ア
ル
・

バ
I
ブ、

軍
司
令
官

Z
E
r
g
-智
弘
よ
同
県
可
、

彼
ら
二
人
の
前
に
補
佐
官

EWFr
や
侍
従
-u
と
Hr

た
ち
が
各
々
の
階
級
に
感
じ
て
控
え
た
。
こ
の
マ
ザ
l
リ
ム
は
宮
殿
内
の
訴
願
審
問
の
聞
に
お
い
て
週
二
回
開
廷
さ
れ
た
ハ
ヌ
E
宮内
-
F
司・

8
訓
。
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一
般
住
民
や
臣
僚
の
主
と
し
て
行
政
上
の
苦
情
を
審
理
し
裁
定
を
下
す
た
め
に
聞
か
れ
た
マ
ザ
l
リ
ム
法
廷
は
、
被
統
治
者
の
訴
願
に
園
家
が

直
接
返
答
を
輿
え
る
と
い
う
意
味
で
、
統
治
と
い
う
概
念
の
も
っ
と
も
直
裁
的
具
鐙
的
な
制
度
上
の
表
現
で
あ
ろ
う
。
し
て
み
る
と
上
記
引
用
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の
如
く
、
そ
の
場
を
自
ら
主
宰
し
、

か
つ
文
武
百
官
を
従
え
て
勢
威
を
設
揚
す
る
ワ
ズ
ィ
1
ル
の
外
貌
は
、
統
治
者
の
姿
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

マ
ザ
l
リ
ム
の
監
督
を
委
ね
ら
れ
た
サ
l
ヒ
ブ
・
ア

ル

・
バ
l
プ
と
比

較
す
れ
ば
明
ら
か
で
、
彼
の
場
合
、
そ
の
前
に
控
え
る
の
は
監
軍

E
企
げ
と
侍
従
の
み
な
の
で
あ
引
。
後
牟
期
の
ワ
ズ
ィ

l
ル
主
宰
の

マ
ザ

お
そ
ら
く
訴
願
は
カ
リ
フ
に
で
は
な
く
、
ワ
ズ
ィ

l
ル
に
向
け
て
矯
さ
れ
、
そ
れ
に
閲
し
て
園
家
側
が
裁
定
し
た
慮
置

ワ
ズ
ィ

1
ル
の
名
に
お
い
て
護
布
さ
れ
る
の
が
一
般
で
あ
っ
た
。
貫
際
、
バ
ア
ラ
ー
ム
、
ア
ッ
パ
ー
ス
、
タ
ラ
l
イ

こ
の
こ
と
は
「
剣
の
ワ
ズ
ィ

1
ル
」
の
任
命
さ
れ
な
か
っ
た
時
期
に
、

ー
リ
ム
に
お
い
て
は
、

を
指
示
す
る
命
令
書
も
、

カミ l 
現
存シ
し l
てノレ
し、ク

る l
のフ
での
あ名
る n6n~こ
。 お

し、

て
渡
せ
ら
れ

シ
ナ
イ
山
の
聖
カ
タ
リ
ナ
修
道
院
の
苛
税
か
ら
の
保
護
と
権
利
の
保
誼
を
指
示
し
た
命
令
書

ま
た
訴
願
を
ワ
ズ
ィ

l
ル
に
射
し
て
提
出
す
る
こ
と
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ア
フ
ダ
ル
は
首
都
市
内
巡
回
の
折

同
叫

に
、
嘗
時
彼
の
家
令
的
存
在
で
あ
っ
た
マ
l
ム
l
ン
に
、
民
衆
か
ら
の
訴
願
書
を
受
け
取
ら
せ
て
い
引
。
こ
れ
は
制
度
と
し
れ
の

マ
ザ
l
リ
ム

た
と
え
ば
前
牢
期
の
カ
リ
フ
H

ハ
l
キ
ム
に
比
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

と
は
ま
た
別
な
も
の
で
あ
る
が
、
行
魚
そ
の
も
の
は
、
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園
家
的
行
事
や
儀
式
に
闘
す
る
史
料
記
述
の
中
に
も
讃
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
典
薩
の
主
役

カ
リ
フ
で
あ
る
こ
と
に
第
わ
り
は
な
い
が
、
種
々
の
場
面
で
の
ワ
ズ
ィ

l
ル
の
格
式
は
非
常
に
高
い
。

フ
ァ

l
テ
ィ
マ
朝
末
期
の
官
更
で
あ

っ
た
臣
ロ
弘
司
口
語
ミ
円
の
記
述
に
よ
れ
ば
、

嘗
時
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
新
年
元
日
に
は
、
王
朝
を
摩
げ
た
壮

大
な
パ
レ
ー
ド
が
摩
行
さ
れ
た
。
行
事
は
、
元
日
早
朝
、
文
武
の
臣
僚
が
宮
殴
前
贋
場
に
集
結
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
そ
こ
で
一

群
の
ア
ミ

l
ル
が
、
ワ
ズ
ィ
l
ル
邸
に
彼
を
迎
え
に
赴
く
。
ワ
ズ
ィ
l
ル
は
、
ア
ミ
l
ル
を
先
導
に
、
息
男
、
兄
弟
を
伴
っ
て
宮
殴

へ
騎
行
し
、
彼
ら
は

カ
リ
フ
の
出
御
を
待
つ
の
で
あ
る
。
宮
般
を
出
る
パ
レ
ー
ド
は
、
先
導
部
、
カ
リ
フ
の
一
圏
、
ワ
ズ
ィ

l
ル
の
一
圏
、

ア
ミ

l
ル
と
彼
ら
の
息
子
の
一
群
か
ら
始
ま
り
、

後
半
期
ワ
ズ
ィ

l
ル
の
濁
自
の
地
位
は

は
、
後
半
期
に
お
い
て
も
、

控
え
の
聞
に
入
っ
て
、

諸
軍
国
の
四
部
分
か
ら
編
成
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
先
導
部
は
、

つ
い
で
、
銀
杖
陵

白
同
ゲ
忠
弘

EGg与
(
曲
-'Z合
〉
、
頚
章
陵
白
同

E
r
巳・回

Z
E、
高
級
官
官

5
3昏
B
忌
白
ロ
ロ
件
、
旗
持
ち
、
イ
ン
り
壷
持

ち

宮

Ez--宏司
仰
、

太
万
持
ち
、
が
績
く
。
最
後
の
二
者
の
左
側
に
は
各
々
の
従
者
、
右
側
に
は
ワ
ズ
ィ

l
ル
の
縁
者
の
一

園
が
従
勺

カ
リ
フ
は
直
後
方
に
護
衛

さ
ら
に
一
、

0
0
0名
以
上
の
警
衛
隊
が
南
側
に
展
開
す
る
。
ワ
ズ
ィ

1
ル
は
そ
の
後
に
績
く
が
、
彼
は
自
ら
選
抜
し
た
屈
強
の

隊
を
伴
い
、



五
O
O名
の
軍
兵
を
引
き
具
し
て
い
る
。
繁
陵
を
は
さ
ん
で
、
歩
兵
諸
陵
(
四
、

0
0
0名
以
上
〉
、

の
O
O名
以
上
)
、
の
軍
国
が
績
く
。
パ
レ
ー
ド
は
首
都
の
所
定
の
順
路
を
経
て
宮
殿
前
慶
場
に
障
る
が
、
カ
リ
フ
が
宮
殴
前
の
〉
G
自
民
モ
ス

川
に
達
す
る
と
、
行
進
は
停
止
し
、
陵
列
は
割
れ
る
。
ワ
ズ
ィ

l
ル
が
カ
リ
フ
の
御
前
に
出
る
た
め
で
あ
る
。
彼
は
カ
リ
フ
の
前
を
通
る
際
に

曾
揮
の
躍
を
と
り
、

水
軍
(
五
O
O名
以
上
)
、

騎
丘
ハ諸
陵
(
=
一、

カ
リ
フ
は
禽
園
を
返
す
。
こ
の
行
震
は
カ
リ
フ
か
ら
施
さ
れ
る
最
高
の
恩
恵
で
あ
り
、

許
さ
れ
な
い
。
そ
の
後
ワ
ズ
ィ

I
ル
は
先
立
っ
て
宮
殿
の
門
内
へ
騎
行
し
、
カ
リ
フ
の
還
御
を
迎
え
る
。
最
後
に
行
事
は
、

「
創
の
ワ
ズ
ィ

l
ル
」
以
外
に
は

ア
ミ

l
ル
を
先
導

に
、
縁
者
を
従
え
て
ワ
ズ
ィ

l
ル
が
蹄
邸
す
る
こ
と
を
も
っ
て
移
わ
る
。
以
上
要
黙
の
み
を
紹
介
し
た
が
、

行
事
全
睦
に
占
め
る
ワ
ズ

ィ
1
ル

の
比
重
の
大
き
さ
は
明
瞭
で
あ
る
。
な
か
で
も
、

ワ
ズ
ィ

1
ル
が
規
模
の
大
き
な
一
圏
を
な
し
て
、
パ
レ
ー
ド
編
成
上
の
重
要
な
一
部
を
構
成

し
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
と
い
う
の
は
、
前
傘
期
に
お
け
る
同
様
の
パ
レ
ー
ド
の
記
述
に
は
、

四
一
五
年

E
B白
合
口
月
初
日
(
一
O
ニ
四
年
=
月
六
日
〉
、

ワ
ズ
ィ

l
ル
の
姿
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

カ
リ
フ
刊
ザ
I
ヒ
ル
(
在
位
空

7
一
石
年
/
一
O
三
l
=
宍
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年
〉
は
、

宮
肢
か
ら
カ
イ
ロ
域
外
叶
仔
円
モ
ス
ク
へ
の
パ
レ
ー
ド
を
奉
行
し
た
際
、

ト
ル
コ
人
軍
圏
、

ク
タ
l
マ
箪
圏
、
黒
人
軍
圏
、
ダ
イ
ラ

ム
人
軍
圏
、
そ
の
他
全
軍
園
を
伴
っ
て
い
る
が
、
ワ
ズ
ィ

l
ル
に
関
す
る
言
及
は
史
料
中
に
な
川
。
う
が
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
、
こ
れ
は
前
牢

期
と
後
半
期
に
お
け
る
軍
の
統
帥
権
の
所
在
の
相
異
を
示
唆
す
る
よ
う
で
も
あ
り
、
興
味
深
い
事
買
と
い
え
る
。
ち
な
み
に
、
新
年
行
事
に
際

し
て
の
カ
リ
フ
か
ら
の
賜
輿
は
、
ワ
ズ
ィ
l
ル
に
三
六

O
デ

ィ

l
ナ
l
ル
、
そ
の
息
男
お
よ
び
兄
弟
に
は
五

O
デ

ィ

l
ナ
l
ル
、
他
の
文
武
の

臣
僚
に
は
一

O
l
一
デ
ィ
l
ナ
l
ル
と
あ
り
、
や
は
り
ワ
ズ
ィ
l
ル
の
待
遇
は
格
別
で
あ
る
。
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儀
式
に
お
け
る
ワ
ズ
ィ

l
ル
の
格
式
の
高
さ
は
、
イ
l
ド
(
祝
祭
)
の
典
躍
の
内
に
も
見
え
る
。

で
あ
る
が
、
断
食
明
け
祭
豆
半

E
同
に
先
立
つ
カ
リ
フ
へ
の
奔
賀
式
で
航
、
ま
ず
ワ
ズ
ィ

1
ル
が
奏
慶
し
た
後
、
カ
リ
フ
右
手
に
陪
席
し
、

そ
れ
か
ら
他
の
高
官
や
使
節
の
奔
賀
を
迎
え
る
と
い
う
'
次
第
に
な
っ
て
い
引
。
五
一
五
年
内
5
0
巳・
}ucy
月
七
日
(
一
一
芸
一
年
一
一
月
一六
日
〉
の
犠
牲

祭
£
白
デ
ロ
与
円
(
J
仏
己
主
冨
〉
祝
賀
の
日
に
は
、
マ

l
ム
l
ン
は
、
宮
般
で
の
儀
式
に
先
立
っ
て
、
ま
ず
自
邸
に
文
武
官
、
高
級
官
官
、
宮

廷
詩
人
ら
を
迎
え
た
。
宮
肢
に
お
い
て
は
、
マ

l
ム
l
ン
は
カ
リ
フ
の
前
に
控
え
、
ワ
ズ
ィ

1
ル
の
息
男
お
よ
び
兄
弟
を
筆
頭
と
す
る
文
武
百

マ
1
ム
l
ン
の
ワ
ズ
ィ

l
ル
時
代
の
こ
と
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官
mw奔
賀
を
受
け
て
い
訓
。
こ
れ
に
劃
し
て
前
半
期
の
イ
l
ド
の
儀
式
に
お
け
る
ワ
ズ
ィ
l
ル
の
格
式
は
他
の
高
官
と
同
等
以
上
の
も
の
で
は

な
し
。後

半
期
ワ
ズ
ィ

l
ル
職
の
特
色
の
一
つ
に
は
、
同
一
家
系
内
で
そ
の
地
位
を
縫
受
し
て
い
る
例
が
い
く
つ
か
あ
る
こ
と
が
翠
げ
ら
れ
る。

親

子
あ
る
い
は
兄
弟
が
前
後
し
て
ワ
ズ
ィ

l
ル
職
に
就
任
す
る
事
例
は
前
宇
期
に
も
認
め
ら
れ
訓
。
だ
が
こ
れ
は
、

彼
ら
が
書
記
階
層
な
い
し
は

財
務
官
吏
の
家
系
に
属
す
る
こ
と
に
よ
る
た
め
と
考
え
ら
れ
、
政
治
制
度
上
に
別
段
の
意
味
合
い
を
持
た
な
い
。
こ
れ
に
射
し
て
後
半
期
の
場

合
、
ザ
ド
ル
は
四
七
七
年
古
目
立
仙
同
月
三
O
八
四
年
九
l

一O月
)
の
早
く
か
ら
、
ア
フ
ダ
ル
を
ワ
ズ
ィ

l
ル
職
の
縫
承
者

耳
帥
訂
正
三
に
指
定
し

て
お
川
、
こ
れ
が
政
治
的
地
位
の
世
襲
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ア
ブ
ー
ト
ァ
リ
ー
を
擁
立
し
た
軍
圏
兵
士
は
、
「
彼
は

ワ
ズ
ィ

1
ル
の
息
子
の
ワ
ズ
ィ
l
ル
の
息
子
の
ワ
ズ
ィ
l
ル
な
の
だ
」
と
叫
ん
だ
と
博
え
ら
れ
訓
。
ル
ッ
ズ
ィ
l
ク
の
場
合
は
、

父
の
タ
ラ
l

イ
ー
の
遺
言
に
よ
る
ワ
ズ
ィ

l
ル
就
任
で
あ
る
が
、
父
の
最
期
が
反
劃
汲
に
よ
る
暗
殺
で
あ
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特
に
抵
抗
な
く
受
け
入

れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
個
々
の
ワ
ズ
ィ

l
ル
の
長
期
に
わ
た
る
濁
裁
は
、
彼
ら
の
家
系
と
政
治
的
地
位
と
の
結
び
附
き
を
正
嘗
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化
す
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。

サ
ラ
l
フ
・

ア
ッ
デ
ィ

I
ン
の
場
合
も
、

「
(
カ
リ
フ
は
)
軍
の
穂
帥

そ
の
任
命
文
書
に
は
、

回
己
仲
間
山
口
』

5三
】
叩

r
(
川シ
l
ル
ク
l
フ
の
こ
と
)
に
つ
い
て
、

ル
の
輩
に
倣
う
。
す
な
わ
ち
、
汝
を
彼
(

H

シ
ー
ル
ク
l
フ
〉
の
後
任
に
立
つ
。

息
を
立
て
た
如
臼
と
あ
り
、
叔
父
・
甥
の
関
係
で
は
あ
る
が
、
世
襲
に
準
ず
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
ワ
ズ
ィ
ム
の
地

初
代
ア
ミ
l
ル
・
ア
ル
・

ジ
ュ
ユ

l
シ
ュ
に
お
け
る
租
イ

マ
l
ム
H

ム
ス
タ
ン
ス

ィ

ま
さ
し
く
(
ム
ス
タ
ン
ス
ィ

ル
が
)
彼
?
パ
ド
ル
)
の
後
に
そ
の

位
の
世
襲
の
傾
向
は
、
世
襲
支
配
権
力
の
形
成
の
南
芽
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
事
質
、
嘗
時
カ
イ
ロ
に
あ

っ
て
政
擢
交
替
の
貫
情
を
直
に
瞳
験

とし
表た
現ウ
しマ
て l
L、ラ

る・
のア
でノレ

あ・
る附ヤ

0 ・マ

t土

ル
ッ
ズ
ィ
l
ク
家
の
最
期
を
「
ル
ッ
ズ
ィ
l
ク
家
の
園
家
仕
者
F
E
E
-
N
C
N
N同
r
が
終
憶
し
た
」

彼
ら
が
マ
リ
ク
(
王
)
の
稿
披
を
帯
び
た
こ
と
を
述
べ
て
、

刊
叫

く
り
と
し
よ
う
。
諸
史
料
に
散
見
す
る
稽
践
を
整
理
す
る
と
別
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ア
ス
ィ
l
ル
や
マ
ク
リ
l
ズ
ィ
l
の
俸
え

最
後
に
後
牟
期
ワ
ズ
ィ

l
ル
の
地
位
を
示
す
も
の
と
し
て

こ
の
節
の
締
め
く



る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

フ
ァ

l
テ
ィ
マ
朝
で
最
初
に
マ
リ
ク
の
稿
暁
を
帯
び
た
の
は
、

A
凪
引
句

リ
ド
ワ
l
ン
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

リ
ド
ワ

l
ン
以
下
の

ワ
ズ
ィ

l
ル
の
う
ち

タ
ラ
l
イ
l
、

サ
ラ
l
フ
・
ア
γ
デ
ィ
l
ン
に

つ
い
て
は
、
公
文
書
の
記
載
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

シ
ー
ル
ク
l
フ、

関
連
い
は
な
い
。
ま
た
、

ル
γ
ズ
ィ

l
ク
、
デ
ィ
ル
ガ
l
ム
に
つ
い
て
は
、
嘗
時
寅
際
に
こ
れ
ら
の
ワ
ズ
ィ

l
ル
に
接
し
て
い

サ

γ
ラ
l
ル、

た
ウ
サ

l
マ
や
ウ
マ

I
ラ
の
記
述
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
の
で
、

信
用
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

シ
ャ

l
ワ
ル
の
場
合
も
前
後
の
事
情
か
ら
特
に
異

ーと
す
る
に
足
り
な
い
。
問
題
は
、

ア
ス
ィ

I
ル
お
よ
び
マ
ク
リ
i
ズ
ィ

l
の
所
俸
と
矛
盾
す
る
ア
フ
ダ
ル
、

ア
ブ
l

・
ア
リ
l
の
場
合
で
、

し

か
も
こ
れ
ら
二
例
は
、
表
に
拳
げ
た
以
外
に
、
彼
ら
が
マ
リ
ク
の
稿
慌
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
記
述
は
見
嘗
ら
な
い
の
で
あ
る。

方
現
代
の
宮
・
恒
・
曲
目
・
宮
古
帥
d
q
H

は
、
以
下
の
諸
貼
を
主
な
理
由
と
し
て
、
バ
ド
ル
な
い
し
は
少
な
く
と
も
ア
フ
ダ

ル
の
時
代
か
ら
、

た
と
え

公
式
の
稿
競
と
し
て
明
記
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

マ
リ
ク
と
い
う
形
容
静

E
J
は
ワ
ズ
ィ

l
ル
の
稽
競

-2与
の
ひ
と
つ
で

同
叫

あ
っ
た
ろ
う
と
推
論
し
て
い
刷
。
付
ム
ス
タ
ン
ス
ィ
ル
か
ら
ス
ラ
イ
ヒ

1
朝
へ
迭
付
さ
れ
た
数
書
(
固
さ
年

ι
E
牛
宮
正
月
末
日
附
)
中
で
、
バ

ド
ル
に
つ
い
て
「
(
カ
リ
フ
は
)
彼
に
世
俗
の
王
巳

agと
停
止
・
弘
司
仰
印
刷
の
資
質
を
見
」
「
彼
に
王
の
地
位
を
委
ね
る
」
の
表
現
が
み
ら
れ
る
こ

と

0
0カ
リ
フ
日
ア
l
ミ
ル
が
地
方
総
督
の
再
任
を
認
め
た
文
書
に
お
い
て
、
ア
フ
ダ
ル
に
つ
い
て
「
(
紳
は
〉
イ
ス
ラ
ム
の
い
か
な
る
王
に
も

-147ー

か
つ
て
見
出
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
徳
を
彼
に
お
授
け
に
な
っ
た
」
と
、

ア
フ
ダ
ル
を
他
の
世
俗
君
主
と
比
較
し
、
彼
ら
よ
り
も
高
く
評
債
し
て

国

頭

詩

中

で

、

ア

プ

1
・
ァ
リ
ー
が
マ
リ
ク
と
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ば
、
公
式
の
稿
競
と
一
般
的
呼
稽
と
の
匡
別
を
あ
い
ま
い
に
し
て
は
い
る
も
の
の
、
首
時
ワ
ズ
ィ

1
ル
が
カ
リ
フ
か
ら
も
ま
た
一
般
か
ら
も
、

い
る
こ
と
。

ア
フ
ダ
ル
、

、ナ
l
ウ
ィ

l
の
設
は
、

巌
密
に
い
え

マ
リ
グ
と
い
う
地
位
に
比
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

後
半
期
ワ
ズ
ィ

l
ル
の
多
く
は
、

と
も
あ
れ
、

マ
リ
ク
の
稽
競
を
待

び
、
カ
リ
フ
宗
主
下
の
世
俗
的
統
治
者
の
地
位
を
標
携
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
や
が
て
こ
の
稽
暁
は
ア
イ

ユ
l
ブ
朝
ス
ル
タ
ン
に
受

け
継
が
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

343 
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後
半
期
ワ
ズ
ィ
l
ル
職
の
歴
史
的
意
義

以
上
の
検
討
を
通
じ
て
、
後
半
期
ワ
ズ
ィ
l
ル
職
の
性
格
は
、

ほ
ぼ
瞳
系
的
に
把
握
し
え
た
と
考
え
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、

マ
朝
後
牢
期
に
お
け
る
ワ
ズ
ィ
l
ル
職
は
、
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
ち
、

フ
ァ
l
テ
ィ

ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
考
察
し

て、

結
び
に
替
え
た
い
。
ま
ず
第

一
に
我
々
は

フ
ァ

l
テ
ィ

マ
朝
イ
ス
マ

l
イ
l
ル
波
支
配
陸
制
の
問
題
を
取
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

後
半
期
の
政
治
過
程
を
通
じ
て
み
ら
れ
る
顕
著
な
現
象
は

ワ
ズ
ィ

l
ル
の
専
権
化
に
よ
る
カ
リ

フ
の
存
在
の
媛
小
化
で
あ
る
。
イ

ス
マ

l

イ
l
ル
波
数
義
に
よ
れ
ば
、

フ
ァ

l
テ
ィ

マ
朝
カ
リ
フ
は
、

ア
リ
!
の
血
脈
の
内
に
相
侍
さ
れ
る
神
授
の
知
識
を
有
す
る
イ
マ

l
ム
で
あ
り
、

彼
は
コ

l
ラ
ン
の
唯
一
の
員
の
解
揮
者
と
し
て
、
現
世
と
来
世
に
お
い
て
信
徒
を
救
済
に
導
く
唯
一
の
数
導
者
で
あ
る
。
こ
の
イ

マ
l
ム
は
、

単
な
る
世
俗
帽
主
で
は
な
く
、
地
上
に
お
け
る
紳
の
代
理
者
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
フ

ァ
l
テ
ィ
マ
朝
の
支
配
は
、
理
念
的
に
は
、
巌
格
な
神

政
統
治
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
、

後
宇
期
に
お
け
る
カ
リ

フ
の
園
政
指
導
か
ら
の
後
退
は
、
上
述
の
カ
リ
フ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
機
能
の
無
貫

-148ー

化
の
準
行
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
イ
ス
マ

l
イ
l
ル
波
支
配
韓
制
の
根
本
か
ら
の
破
綻
は、

カ
リ
フ
即
位
の
事
情
を
み

て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
同
涯
の
数
義
代
は
、
イ
マ

l
ム
の
地
位
は
父
か
ら
子
へ
後
継
指
名

5
3
に
よ

っ
て
縫
受
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
他

者
に
容
此
憾
の
除
地
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
後
半
期
に
即
位
し
た
六
名
の
カ
リ
フ
中
、
先
代
の
ナ
ッ
ス

に
よ
る
カ
リ
フ
位
櫨
承
は
わ

ず
か
に
カ
リ
フ
リ
ザ
ー
ブ
ィ
ル
の
み
で
あ
り
、

四
名
〈
ム
ス
タ
ツ
リ
l
、
ア
1
ミ
ペ

フ
ァ
l
イ
ズ
、
ア
l
デ
ィ
ド
〉
は
、

多
分
に
健
個
化
の
意
園
を

ナ
ッ
ス
に
よ
る
嫡
嗣
相
績
の
大
原
則
は
、
宮
廷
内
部
に

も
っ
て
す
る
、

ワ
ズ
ィ
l
ル
に
よ
る
即
位
で
あ
る
。

ア
l
デ
ィ
ド
の
即
位
の
頃
に
は
、

お
い
で
さ
え
有
名
無
質
化
し
て
い
た
。

フ
ァ

l
イ
ズ
が
浸
す
る
と
、

宮
廷
の
責
任
者

N
5削日

タ
ラ
l
イ
l
は
宮
殿
へ
赴
き
、

す
な
わ
ち
、

白
】

'sg円
に
、
カ
リ
フ
位
に
適
し
た
者
の
存
在
に
つ
い
て
尋
ね
た
。

す
る
と
彼
は
多
数
存
在
す
る
と
答
え
た
の
で
あ
る。

叫
叫

相
承
者
が
カ
リ
フ
位
縫
承
可
能
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
ワ
ズ
ィ

l
ル
が
年
少
者
を
即
位
さ
せ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
川
。
ま
さ
に
イ
ス
マ

1
イ

つ
ま
り
多
数
の
血
脈

ー
ル
涯
の
根
本
数
義
も
無
質
化
し
て
い
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。



さ
ら
に
カ
リ
フ
は
、
司
法
お
よ
び
数
宣
の
最
高
権
限
を
ワ
ズ
ィ

l
ル
に
委
任
し
た
結
果
、
制
度
的
に
も
そ
の
紐
封
的
権
威
は
あ
い
ま
い
な
も

の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
司
法
に
闘
し
て
い
え
ば
、

「
フ
ァ
I
テ
ィ
マ
朝
宗
涯
は
、
猫
自
の
法
の
概
念
を
有
し
て
い
た
。
人
聞
の
行
震
は
、
す

べ
て
の
事
柄
に
お
い
て
、

一
定
の
規
範
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
規
範
は
純
粋
に
皐
一
の
源
に
由
来
す
る
。
そ
の
窮
極

的
な
源
は
紳
で
あ
る
。
紳
こ
そ
が
数
多
の
預
言
者
を
迭
り
、

最
後
に
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
を
啓
示
と
共
に
つ
か
わ
し
た
。

ム
ハ
ン

マ
ド
の
時
代

に
お
い
て
は

彼
の
後
に
は
、

そ
の
代
理
当
忠
岡
で
あ
り
全
擢
後
継
者
毛
田
町
で
あ
る
ア
リ
ー
が
現
れ

彼
は
法
の
唯
一
の
淵
源
で
あ
っ
た
。

た
。
以
後
、
世
の
移
り
に
至
る
ま
で
、
連
綿
と
イ
マ

h
ム
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
ら
の
み
が
、
各
々
の
時
代
に
お
け
る
、
人
聞
の

管
震
と
信
仰
に
関
す
る
規
範
の
唯
一
の
賓
庫
で
あ
る
J
前
半
期
に
お
い
て
は
、

こ
の
よ
う
な
至
高
の
権
威
は

司
法
に
開
す
る
最
高
権
限
を

カ
リ
フ
の
大
権
事
項
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
制
度
上
に
反
映
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
後
半
期
に
お
け
る
ワ
ズ
ィ

l
ル
へ
の
司
法
樺
の
委
任
に
よ

カ
リ
フ
は
自
己
の
法
的
権
威
を
貫
徹
す
べ
き
制
度
上
の
援
黙
を
見
失
っ
て
し
ま

っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
現
貫
に
反
イ
ス
マ

l
イ
l

ル
涯
の
ワ
ズ
ィ

l
ル
は
、
司
法
行
政
に
お
い
て
も
非
イ
ス
マ

l
イ
l
ル
源
化
政
策
を
と
っ
て
、
イ
ス
マ

l
イ
l
ル
涯
統
治
に
打
撃
を
輿
え
た
の

っ
て
、

一149ー

で
あ
る
。
数
宣
に
つ
い
て
い
え
ば
、
宗
涯
の
勢
力
伸
長
の
た
め
の
組
織
を
園
家
機
構
と
し
て
組
み
込
ん
だ
の
は、

あ
っ
た
。
こ
の
組
織
は
、
中
央
の
数
宣
長
官
を
頂
賠
と
す
る
階
層
秩
序
を
な
し
、
圏
内
に
は
地
方
府
に
数
宣
官
が
任
命
さ
れ
、
圏
外
に
お
い
て

川叫

は
、
フ
ァ
I
テ
ィ
マ
朝
の
世
界
的
宗
主
権
を
確
立
す
ベ
く
、
組
織
的
活
動
が
展
開
さ
れ
制
。
こ
の
組
織
と
戦
略
の
窮
極
の
指
導
者
は、

宗
数
上

フ
ァ

l
テ
ィ
マ
朝
の
濁
創
で

の
最
高
指
導
者
で
あ
り
人
類
の
数
導
者
た
る
カ
リ
フ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
既
に
み
た
よ
う
に
、
こ
の
擢
能
す
ら
後
半
期
に
お
い
て

は
ワ
ズ
ィ

l
ル
に
委
任
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
も
、
宗
涯
の
最
高
指
導
者
と
し
て
の
カ
リ
フ
の
理
念
上
の
地
位
を
、

現
買
の
圏
家

機
構
の
上
に
見
出
す
こ
と
は
困
難
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
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こ
の
よ
う
に
、
絶
大
な
権
限
と
濁
自
の
地
位
を
占
有
し
た
後
半
期
の
ワ
ズ
ィ
l
ル
は
、
政
治
権
力
を
掌
握
す
る
ば
か
り
で
な
く
、

カ
リ
フ
の

至
高
の
精
神
的
権
威
ひ
い
て
は
イ
ス
マ
l
イ
l
ル
涯
の
支
配
を
な
し
く
ず
し
に
有
名
無
責
化
し
て
ゆ
く
存
在
で
あ
っ

た
。
だ
が
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
サ
ラ
l
フ
・
ア
ッ
デ
ィ

1
ン
に
よ
っ
て
完
全
に
覆
滅
さ
れ
る
ま
で
、
フ
ァ

l
テ
ィ
マ
朝
の
命
脈
が
保
た
れ
え
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
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か
。
こ
れ
を
単
な
る
政
治
上
の
慣
習
と
か
た
づ
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
嘗
時
の
闇
家
瞳
制
は
、
財
政
面
に
お
い
て
ど

の
よ
う
な
欣
態
に
あ
っ
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
ア
フ
ダ
ル
時
代
の
五

O
一
年
に
重
要
な
措
置
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
年

g
z
f
2
5
5
月
(
一
一
宕
年
八
九
月
)、

税
年
度
に
お
け
る

rzzu

年
度
(
太
陽
暦
に
基
づ
く
)
と
イ
ス
ラ
ム
暦
の
調
整
が
長
期
に
わ
た
っ
て
看
過
さ
れ
て
争
点
~
結
果
、
南
者
聞
に
四
年
初
ず
れ
が
生
じ
て
い
た
の

ハ
ラ
1
ジ

1
年
度
の
年
放
を
イ
ス
ラ
ム
暦
年
度
に
一
致
さ
せ
る
旨
の
布
告
を
渡
し
た
。
つ
い
で
同
年
、
下
級
軍
人
の
イ
ク
タ
l
枚
入
は
滅

ア
ミ
l
ル
の
イ
ク
タ
i
牧
入
は
倍
増
し
て
お
り
、

で、少
し
て
い
る

一
方、

し
か
も
元
来
は
園
庫
の
取
り
分
で
あ
る
は
ず
の
ム
ク
タ
l

(イ
ク
タ
!

保
有
者
)
の
過
大
枚
昼
白
工
同
君
主
-
ご
ナ
目

ζ
Z
E
は
、
デ
ィ

l
ワ
l
ン
官
吏
に
よ
る
取
り
立
て
が
不
可
能
此
な

っ
て
い
る
と
の
事
買
に
基
づ
い

イ
ク
タ
ー
を
再
分
興
し
た
。
し
か
し
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

て
、
ア
フ
ダ
ル
は
す
べ
て
の
イ
ク
タ
l
契
約
を
解
除
し
、
検
地
を
寅
施
し
た
後
、

な
い
の
は
こ
の
場
合
イ
ク
タ
l
保
有
権
は

イ
ク
タ
l
牧
入
の
内
か
ら

一
定
額
を
園
庫
へ
納
付
す
る
と
い
う
篠
件
の
も
と
に
、

-150-

品
腕
(
せ
り
〉
に

よ
っ
て
取
得
さ
れ
て
い
る
の
で
泊
る
。
し
た
が
っ
て
イ
ク
タ
!
の
再
分
輿
と
は
い
っ
て
も
、
こ
の
措
置
は
貫
質
的
に
は
納
税
請
負
宮

Z
F
の

再
契
約
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
刷
。
貫
際
、
暦
の
調
整
か
ら
検
地
と
い
う
過
程
は
、
従
来
か
ら
の
納
税
請
負
制
で
み
ら
れ
た
税
務
調
査
の
手
順

制州

な
の
で
あ
る
。

ア
フ
ダ
ル
の
狙
い
は
、

中
小
ム
ク
タ
l
の
牧
入
の
安
定
化
(
下
級
軍
人
の
競
を
優
先
さ
せ
た
)
と

そ
の
結
果
と
し
て
の
彼
ら
に

お
よ
び
ム
ク
タ
l
の
私
消
し
て
い
た
遁
大
牧
盆
の
園
庫

へ
の
還
元
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
措
置
は
一
醸
成
功
し
、
園

庫
に
は
五
寓
デ
ィ

l
ナ
1
ル
の
増
牧
が
あ
っ
た
と
俸
え
ら
れ
る
。

ま
た
こ
の
年
ア
フ
ダ
ル
は
財
務
検
査
臆
門
回
目
当
副
ロ
丘

-g玄
S
を
創
設
し
て

い
る
が
、
こ
の
機
構
改
革
も
、
先
の
財
政
措
置
と
無
縁
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
納
税
請
負
人
の
園
庫
納
付
義
務
の
履
行
も
、
政
府
側
の
監
督

よ
る
園
庫
納
付
の
安
定
化
、

が
十
分
に
し
て
は
じ
め
て
全
き
を
得
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
よ
う
な
封
策
の
数
果
も
永
擦
き
は
し
な
か
っ
た
。
五
一

五
年
マ

l

ム
ー
ン
は
、

五
一

0
年
度
ま
で
お
よ
び
五
一
五
年
度
ま
で
の
税
牧
額
調
査
を
命
じ
た
。
そ
の
結
果
、
納
税
請
負
側
に
残
さ
れ
て
い
る
園
庫
納
付

の
未
納
残
額

z
s
t
が
莫
大
な
額
返
悲
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
、

の
納
付
を
克
除
す
る
旨
の
布
告
を
設
し
畑
。
こ
の
納
税
契
約
額
の
滞
納
と
い
う
事
態
を
克
服
す
る
た
め
、

彼
は
、

五
一

0
年
度
末
ま
で
の
未
納
残
額
に
つ
い
て
は
、
そ

マ
l
ム
l
ン
は
契
約
制
度
上
の
混
凱



を
是
正
し
た
。
す
な
わ
ち
嘗
時
、
納
税
請
負
擢
入
札
の
た
め
に
、
政
府
の
監
督
下
に
お
い
て
四
年
毎
に
公
式
の
競
が
聞
か
れ
る
と
い
う
制
度
は

既
に
す
た
れ
て
い
た
と
み
え
、
請
負
契
約
に
お
け
る
競
の
申
し
出
は
、
随
時
税
務
嘗
局
に
受
け
附
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、

請
負
権
は
よ

し
か
し
マ
l
ム

1
ン
は
こ
の
慣
行
を
禁
じ
、
納
税
請
負
人
が
彼
ら
の
園
庫
納
付
義
務
を
履
行
し
績

け
る
限
り
、
契
約
期
間
内
の
彼
ら
の
権
利
を
保
謹
し
制
。
櫨
利
を
保
護
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
義
務
の
途
行
を
促
し
た
わ
け
で
あ
る
。

り
高
い
指
値
の
提
示
者
に
随
時
移
行
し
た
。

さ
て
こ
れ
ら
一
連
の
財
政
措
置
を
通
じ
て
ま
ず
理
解
さ
れ
る
の
は

フ
ァ
l
テ
ィ
マ
朝
の
後
半
期
に
お
い
て
も
、
納
税
請
負
制
と
い
う
奮
来

の
牧
取
盟
系
は
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ア
フ
ダ
ル
や

マ
l
ム

I
ン
の
措
置
は
混
凱
し
た
現
紋

一
時
的
な
数
果
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、

へ
の
封
雁
策
で
あ
っ
て
、
制
度
そ
の
も
の
を
改
饗
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
園
庫
納
付
す
べ
き
額
を
自
己
の
牧
盆
と
し
て
私

消
す
る
、
あ
る
い
は
契
約
額
を
滞
納
す
る
と
い
う
制
度
上
の
弊
害
も
ま
件
、
梯
拭
さ
れ
る
こ
と
な
く
そ
の
後
の
時
代
に
残
さ
れ
た
。
た
と
え
ば

未
納
残
額
問
題
は
ル
ッ
ズ
ィ
l
グ
の
ワ
ズ
ィ

1
ル
時
代
に
も
認
め
ら
れ
る
。
カ
リ
フ

u
ア
l
ミ
ル
、
ハ
ー

フ
ィ
ズ
時
代
の
納
税
請
負
制
度
に
つ

い
て
は
、
既
に
森
本
公
誠
氏
に
よ

っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
州
、
そ
の
中
で
基
本
税
額
の
三
分
の
一
の
徴
牧
が
直
接
政
府
官
吏
の
手
で
行
わ
れ
る

E
U
 

よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
も
、
納
税
請
負
制
の
機
能
低
下
に
射
す
る
園
家
側
の
防
衛
策
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
フ
ァ
l
テ
ィ

マ
朝
後
牢
期
の
徴
税
は
、
混
飽
し
放
率
の
悪
化
し
た
奮
来
の
制
度
に
依
存
し
て
い
た
と
い
え
る
。

M
W
 

に
お
い
て
も
、
園
庫
か
ら
の
俸
給
に
よ
っ
て
扶
養
さ
れ
る
の
が
一
般
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
ア
フ
ダ
ル
時
代
、
財
務
検
査
聴
の
長
官
と
し
て
歳

一
方
フ
ァ

l
テ
ィ
マ
朝
の
軍
隊
は、

後
半
期

入
・
歳
出
の
線
責
任
者
で
あ
っ
た

E
告
白
戸
田
る
は
、

ワ
ズ
ィ
l
ル
に
自
慢
し
て
い
る
。
軍
の
扶
養
は
園
庫
歳
出
金
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る。

ま
た
カ
リ
フ
H

ハ
l
フ
ィ

「
軍
隊
に
支
出
し
た
額
を
除
い
て
」
七

O
蔦
デ

ィ
l
ナ

l
ル
園
庫
金
を
増
額
し

た
こ
と
を
、
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ズ
時
代
、
政
府
官
吏
に
よ
る
基
本
税
額
の
三
分
の
一
の
徴
牧
が
、
軍
隊
の
必
要
経
費
の
た
め
に
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
森
本
氏
の
指
摘
す
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
も

っ
と
も
末
期
に
は
、

軍
事
俸
仕
の
見
返
り
と
し
て
、
イ
ク
タ
l
牧
入
の
み
で
扶
養
さ
れ
る
軍
人
も
存
在
し
て
い
た
よ
う
で

剛
山

あ
る
が
、
こ
れ
も
一
般
的
な
扶
養
手
段
で
は
な
い
。
そ
れ
は
機
構
的
に
み
て
も
、

末
期
に
お
い
て
軍
人
へ
の
イ
ク
タ
l
分
興
が
増
大
し
た
た
め

に
設
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

E吉
田

--gaが、
軍
務
臆
の
一
部
局
を
な
す
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
黙
か
ら
も
わ
か
酬。
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以
上
の
こ
と
を
ワ
ズ
ィ
l
ル
に
即
し
て
言
い
替
え
る
な
ら
ば
、
彼
ら
の
武
断
政
治
も
存
外
脆
弱
な
基
盤
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
た
と
い
え
る

で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
フ
ァ

l
テ
ィ
マ
朝
の
軍
隊
は
、
数
率
の
悪
い
奮
来
の
牧
取
瞳
系
に
依
存
し
て
扶
養
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る。

園
滑

に
機
能
し
な
い
納
税
請
負
制
に
拘
束
さ
れ
る
限
り
、
軍
圏
の
扶
養
に
支
障
を
き
た
す
こ
と
も
多
く
、
そ
れ
は
軍
事
的
責
力
を
も

っ
て
立
つ

ワ
ズ

ィ
l
ル
の
支
配
を
常
に
不
安
定
な
も
の
と
し
て
い
た
。
彼
ら
は
経
済
基
盤
に
お
い
て
、
敵
封
勢
力
を
打
倒
す
る
決
め
手
を
持
た
な
か
っ
た
わ
け

以
前
、

で
あ
り
、
個
々
の
ワ
ズ
ィ

l
ル
の
権
力
は
持
績
性
を
依
い
た
。
後
半
期
に
お
け
る
軍
人
の
顕
著
な
政
治
的
撞
頭
は
、
そ
れ
よ
り
一
世
紀
あ
ま
り

イ
ラ
ク
に
お
い
て
確
立
し
た
軍
事
的
支
配
陸
制
を
幼
仰
さ
せ
る
も
の
で
は
あ
っ

た
が
、
園
家
瞳
制
と
し
て
エ
ジ
プ

ト
に
お
い
て
、
そ
れ

が
確
立
す
る
の
は
、

と
し
て
、

サ
ラ
l
フ
・

ア
γ
デ
ィ
l
ン
の
出
現
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

自
己
の
直
属
軍
国
の
み
に
、
軍
事
奉
仕
の
見
返
り

イ
ク
タ
ー
を
授
興
す
る
と
い
う
新
た
な
鐙
制
を
導
入
し
た
サ
ラ
l
フ
・
ア
ッ
デ

ィ
l
ン
に
し
て
初
め
て
、

他
に
卓
越
し
た
軍
事
的
責

力
を
定
着
確
保
し
、
そ
の
権
力
も
永
績
し
え
た
。
同
時
に
、
長
期
に
わ
た
る
支
配
王
朝
と
し
て
の
フ

ァ
l
テ
ィ
マ
朝
の
俸
統
的
権
威
も
、
そ
の

命
脈
を
保
つ
徐
地
を
失
っ
た
の
で
あ
る
。

註
(
紙
幅
の
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合
上
、
西
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併
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司
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-
M
3
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r
E
・

e-
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H
S

で
は
、
司
法
・
数
宣
の
権
限
が
公
式
に
委
ね
ら
れ
た
の
は
、
四
七

O
年

制

E
d
E
月
と
さ
れ
て
い
る
。

M
W

玄
ミ
曲
目
回
F
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d
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異
な
る
。
四
八
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E
Z
Z
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四
八
o
r
Z
芯
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〈
エ
ジ
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〉
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四
七
八
r
z
s
E
年
度
(
シ
リ
ア
〉
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同
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前
半
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頁
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O
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帥
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H
H
ム
ス
タ
ン
ス

ィ
ル
か
ら
イ
エ
メ
ン
の
ス
ラ
イ
ヒ
l
朝
へ
迭
付

さ
れ
た
教
書
(
四
七
九
年
包
ロ
宮
『
S
B
月
七
日
附
)
中
に
は
、
ア
フ
ダ

開
内
Z
-
-
-
E
P
-
F
唱
司
・
主
∞
|
由
一

ル
を
パ
ド
ル
の
補
佐
に
任
じ
、
パ
ド
ル
に
次
ぐ
高
い
地
位
を
認
め
る
旨
が

記
さ
れ
て
い
る
。
玄
5
劃

d
z
・
3
・
M
己
!
?
ω
ι
三
F
3
・
E
|
印
・

制
回
目
E
『
P
唱
・
町
三
N
邑
円
・
司
・∞
H
U
H
S
包
ロ
E
P
ロ
・
M
M
・
8
0
一

O
乱
首
E
-

唱

-HN∞・

帥

冨

石
印
刷
包
♂
唱
・
ω
H
L
E
d
-
F
3
・
8
71N・
門
町
-
r
E
5
3
・
勾

ー
由
.

帥
判
邑
『
・
司
-
g
u
y
-
ミ
g
g
F
3
・
2
!
?
r
t
a
r
-
E
-
司
・
ロ
山

町
内
F
F
押
印
ア
ア
司
-
bF

、
U
m
Z
H
rF『
岳
・
〈
-
唱
司
-E
N
|
ω
u
〉
P
F
U
内
・

唱
・Nω
吋
.
。
ω唱削《回同門M.唱-AH品
ω.

帥
著
述
史
料
の
多
く
は
、
ム
ス
タ
ン
ス
ィ
ル
が
ニ
ザ
l
ル
を
後
縫
者
と
定

め
て
い
た
と
停
与
え
る

(N
邑『・唱・
8
一

ζ
ミ
8
8
3
唱
・
8
U
E
F
a
x-
ロ
?

?
戸
山
寸
俗
間
r
z
r
H
円
告
・
〈
-
M
》
-
EN
U
〉
P
F
}
内
・
司
-
N
ω
叶
)
。
し
か
し
、

公
式
に
そ
れ
が
宣
せ
ら
れ
た
と
い
う
形
跡
は
な
い

(ζ
ミ
2
8♂
M
y
g
u

r
zh
s-
ロ
F
3
・
ロ
ー
ロ
一
、
口
問
Z
M
E
E
皆
・
〈
・
唱
-
E
N)。

一
方
、
ヒ
ジ

ユ
ラ
暦
六
世
紀
初
頭
の
フ
ァ
l
テ
ィ
マ
朝
の
公
式
見
解
を
示
す
教
書
に
よ

れ
ば
、
ム
ス
タ
ン
ス
ィ
ル
は

嘗
初
ニ
ザ
l
ル
を
後
継
指
名
し
て
は
い
た

が
、
臨
終
の
床
で
は
ム
ス
タ
ツ
リ
ー
を
指
名
し
た
と
述
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史
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。
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縫
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れ
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生
じ
る
。
こ
の
た
め
三
三
年
毎
に
ハ

ラ
ー
ジ
l
暦
の
年
践
は

一
年
と
ば
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

同
ハ
E
E
L
-
3
・N
芯
|
∞
f
y
zd
ア

回目H・司
・品。一

p
r
5
・
。
司
・
円
一
了
3
5ω
!
?
森
本
公
誠
『
初
期
イ
ス
ラ
ム
時
代
エ

ジ
プ
ト
税
制
史
の
研
究
』

一
九
七
五
年
、
頁
二
九
一

一一
。

側
原
文
で
は
陶
?
と
巴
と
よ
臼
r
R
q
E
当
ω
同
デ
自
己
』
宮
a
M
E
「
軍
人
お
よ

び
ム
ク
タ
l
」
あ
る
い
は
「
軍
人
す
な
わ
ち
ム
グ
タ
1
」
で
あ
る
が
、
こ

の
グ
ル
ー
プ
を
原
文
の
他
の
筒
所
で
は
、
ω
-o
合
正
門
日
目
ロ
ω
?
と
ロ
包

「
困
窮
し
て
い
る
軍
人
」
ま
た
は
巳
丘
ロ
邑
「
寧
人
」
と
し
て
い
る。

附
同
グ
ル
ー
プ
を
原
文
の
他
の
箇
所
で
は
と
・
2
4
2
『
間
切
項
削
曲
目
・
自
己
日
々
・

可
印
刷
阿
国
曲
「
有
力
者
お
よ
び
顕
官
」
ま
た
は
巳
・
2
3
z
v
「
有
力
者」

と

し
て
い
る
。
門
町
・
森
本
公
誠

「
カ
ラ
l
ル
農
民
か
カ

ツ
ラ
l
ル
農
民
か
」

イ
ス
ラ
ム
世
界
十
六
(
一
九
七
九
〉
、

頁
八
。

同
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E
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-
-
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・
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・
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zd
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・8
u
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・
。
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r
.
m
品
目
'
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一
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時
g
z
s
r
g
n
F
P
3
n
r
-
-
R
S
Z
P
Z
B
一
品
。
ι
.3『
b
M

包
・7
白白'

r
r
N
口
B
f
』
開

ω
Z
0
・
}
ハ
〈
(
H也、吋
N
)
・
唱
-
H
芯
-

酬
の
各
自
も
前
掲
論
文
(
司
・口
町
〉
で
同
様
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

が
、
彼
の
テ
キ
ス
ト
の
翻
誇
は
必
ら
ず
し
も
正
確
で
は
な
い
。
た
と
え
ば

曲
目
白
E
と
・
色
尺
丸
山
代
目
5
巳
と
ロ
包
g
E
S
N
副
首
《
山
口

b
p
F
仰
の
誇
は

-
-
p
g
m岡田
g
Z
『
【
曲
目
出
ス
L
E
E
-
仏
民
同
町
曲
目
Z
g
「
下
級
軍
人
の
取
り

分
を
増
加
せ
し
め
た
」
で
は
な
く
て
「
下
級
軍
人
に
イ
ク
タ
ー
に
つ
い
て

競
を
せ
よ
と
命
じ
た
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で
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る
。
納
税
-
請
負
に
つ
い
て
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、
森
本
公
誠
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前
掲
書
、
頁
二
七
八
以
下
参
照
。

剛
森
本
、
頁
二
九
一
。

側
同
内
r
fァ
ァ

3
・
S
I
r
-
神
宮
内
同
ア
ロ
H
・
3
・
g
l
H
(
こ
こ
で
は
五

一
六
年
の
こ
と

Y
森
本
、
前
掲
書
頁
三

O
O。門
町
・
r
z
p
司
・
2・
長

年
に
わ
た
る
累
積
残
額
は
、
現
金
だ
け
で
一
七
二
禽
デ
ィ
l
ナ

1
ル
以
上

で
あ
っ
た
。

酬
森
本
、
前
掲
書
頁
二
七
九
。

制
国
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E
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・
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命
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同
ハ
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を
イ
ク
タ
l
分
輿
と
し
て
い
る
が
、
イ
ク
タ
ー
を
示

す
語
は
見
嘗
ら
な
い
。
ま
た
彼
は
こ
の
新
た
な

「イ
ク
タ
l
」
契
約
が
無
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に
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い
る
が
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原
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E
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側
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軍
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た
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曲
Z
O
(
O
H
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し
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る
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し
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し
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す
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史
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items of income included all tａχpayments made in cash, sueVv　ａｓ　ｚｈｅｂｏ-

ｑtａｎ折帛銭ａｎｄｊｉｎｇｚｏｎｇｚhiｑｉａｎ経總制銭,as well as proceeds from the

monopoly of tea and salt. The supervisor in charge of the finance

watched over the circulation of the 　ｈｕiｚiand added adjustments to the

ｐｉｎｄａ　ｒａtesof both income and ｅχpenditures｡

　　

Up until the ninth year of the Qiandao period (1173), the govern-

ment roughly built up this system of income and ｅχpenditures. Thus,

the ｈｕiｚｉenlarged its range of circulation, centering itself around the

ｘｉｎｇｚａｔand the areas stationing large troops, and secondarily ｅχtending

into the surrounding regions.

THE VIZIRATE DURING THE LATTER HALF

　　

OF THE FATIMID DYNASTY IN EGYPT

Uhara Takashi

　　

This essay investigates the actual conditions　of the vizirate during

the latter half of the Fatimid dynasty and systematically comprehends its

character in an attempt to consider its historical significance.

　　

When one traces the transition of the latter vizirate, the following

points are ｃｏｎ丘rmed：丘rst,that all the viziers had come from the military

class； secondly, that in most cases they had had direct or indirect recourse

to military force in establishing their accession ； and thirdly, that the

entire climate of the political process during the latter period mostly

evolved around the vizier.

　　

Speaking from an institutional perspective, the vizier controlled the

highest authorities of the army, the administrative organization and the

organization for religious　ａ任airs. The vizier was the actual controller

of the state. Their supreme position is also verifiable from other aspects,

including their exceptional remuneration, supervision of the mazalim,

high status in ritual ceremonies, hereditary political position, and title

of malik.

　　

The latter viziers who possessed such ａ great jurisdiction, occupying

such ａ supreme position, threatened the supreme spiritual authority of

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－5－



the caliph.　So the rule of the Fatimid dynasty based on the ideology

of Isma'iliyya became nominal by degrees｡

　　　

At the same time, however, there ■wasalso a limit to their power ；

namely, their having established their economic base in ａ deteriorating

traditionalsystem of tａχcollection. For this reason, the control of the

Fatimids was not yet completely overturned and was able to continue

to

　

exist, despite the viziers having seized actual politicalpower until

Salah al-Dln had put the militaryiqta‘system into effect to the extent

of establishingａ new state organization.
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